
日本適合性認定協会（JAB）主催による「第５回 JABマネジメントシステムシンポジウム」が３月７日、東京都千代田
区の有楽町朝日ホールで開催された。今回のテーマは「2015年版の運用後に検出された課題とその対応」である。同
シンポでは、毎年、学識経験者・組織・認証機関・研修機関等のメンバーからなるJABマネジメントシステム研究会にて、
制度の深掘り・普及に関して研究を行い、その成果を発表している。今回も山田秀主査の基調講演と３つのワーキンググ
ループ（WG）の各主査による研究報告が行われた。本特集では、基調講演並びに各WGの講演内容を紹介する。（誌面
の都合により、講演後の質疑応答の詳細は割愛した）（編集部）
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認証制度の構造と意義

皆さんおはようございます。JABの理事

長・飯塚でございます。昨年6月に理事長

になりました新米です。第５回を迎えるこ

のシンポジウムの開催にあたり、ご挨拶を

申し上げます。

今回のテーマは「2015年版の運用

後に検出された課題とその対応」です。

JABは、認証の基準を作成しているわけ

ではございませんし、その解釈をするよう

な機関でもございません。しかしながら、認

証の基準を使って行うマネジメントシステ

ム認証の信頼性・価値を向上するために

いろいろな取り組みをやっており、このシ

ンポジウムの開催も、認証制度が健全に

運用されるようにしたいという思いで開催

しています。その思いを今日ご紹介しまし

て、ご挨拶に代えたいと思います。

これは、第三者適合性評価制度とは何

もの、あるいは基準に達しているものを選

定する制度だと思っています。すなわち

認証制度とは、ある基準があって、その基

準に適合しているかどうかを評価する制

度です。どんな分野の基準を作るのでしょ

うか。もちろん社会ニーズのある分野で

す。そのような基準が存在することによっ

て、基準制定分野の重要性が認知され

ます。その基準の内容が真っ当であれ

ば、関係者がその方向に誘導されていく

ことでしょう。これによって、より良い世の

中ができることが期待できます。

認証制度においては、しかるべき能力

を持つ者が基準への適合性を評価す

るわけですが、この評価というプロセスに

Part 1 主催者挨拶

かを、簡単に描いた絵です（図表１）。組

織が持っているマネジメントシステムを認証

すると、それによってそこから生み出されて

くる製品・サービスの質なりが担保されま

す。組織がそういう能力を持っているかどう

かを適合性評価機関である認証機関が

評価するわけですが、その認証機関がきち

んとした認証機能を果たせる運営を行う

能力を持っているかを評価して認定する

のがJABの仕事です。このJABの評価能

力が、国際的に通用するものであるかどう

か、整合性があるかどうかを担保している

のがIAF（国際認定フォーラム）です。

では、認証制度とは何でしょうか。私

は、認証制度とは、良いもの、優れている

   特集 第５回 JABマネジメントシステムシンポジウム全講演録

  講演者 ： 公益財団法人 日本適合性認定協会 理事長 飯塚 悦功 氏
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ればならないことが多数ありました。ISO 

9001は私たち日本がやっていた品質保

証の意味合いとずいぶん違っていまし

た。ISOの品質保証の意味は、あらかじ

め約束した品質の製品を提供できる能

力があることを証拠で示して信頼感を得

るという活動です。ところが、日本がやっ

ていた品質保証というのは、お客様に安

心して使っていただける製品、喜んでい

ただける製品を提供するためのすべての

活動を意味していました。ですから、かな

りギャップがあったのです。ISO 9001そ

のものの性格もどんどん変わっていきまし

た。二者間取引における買い手のための

規格から、組織のQMSはこうあるべきで

あるという必要最小限のシステムモデル

に変わってきて、しかもそのモデルが2000

年、2015年に拡大・進化しました。

QMS認証制度が確立する前、日本

は「品質立国日本」と賞賛されました。

1980年代には「Japan as No.1」と言わ

れました。そのときの品質マネジメントは「自

らの組織の成功のため」にありました。い

わゆる日本的TQCの特徴を持っていまし

た。品質を経営の中心に置き、全員参加

で改善を進めるというもので、欧米のマネ

ジメントスタイルとは違ったものでした。その

品質マネジメントの基本は、顧客志向、シ

ステム思考、ひと中心経営、変化への対

応だったのです。そこに第三者認証という

結果の利用者は、良い組織を効率良く選

ぶことが可能になります。それによって取

引の活性化が期待できます。

品質マネジメントシステム（QMS）認証

の意義をまとめたのがこの図表です（図

表３）。例えば、当該事業分野の製品レベ

ルの向上、関連業界のレベル向上をねら

いとして、単なるシェア争いではなく競争

の中の協力を旨とし、業界全体でQMS

認証を活用することが可能です。サプライ

チェーンにおいては、QMS認証によって

川下製品の競争力を向上させ、取引の

流れ全体を活性化することもできます。事

業運営の支援側としては、認証組織とし

てしかるべきところが選ばれているなら、

保険や融資の料率を優遇することができ

るでしょう。行政側としては、認証制度を

利用することによって、規制緩和を進める

ことができます。

認証制度という黒船にどう
対応するか

30年くらい前のことを考えてみましょう。

日本にはISOマネジメントシステム認証制

度がありませんでした。それどころか世界

のどこにもありませんでした。実際に日本

でこの制度が動き始めたのは1990年く

らいからです。日本はこのとき、考えなけ

は、二つの意味があると思います。一つ

は、評価結果を使う人にとってのメリットで

す。すなわち、ある取引をしようと思った場

合、取引相手あるいは製品を選ぶときに、

その選択の質と効率を上げることができ

ます。早く的確に選択することが可能に

なるでしょう。これが認証制度の一番大き

な意義だと思います。もう一つは、認証と

いうプロセスを通じて、認証される組織や

システムの能力が向上することです。組

織は、認証に挑戦することによってレベル

が上がってきます。その結果として、もちろ

ん自分たちが能力を持っていることを訴

求することは可能ですが、さらに巡り巡っ

て世の中全体がレベルアップしていくこと

につながるでしょう。

このようなことが認証制度の社会的役

割であると認識しており、この認証制度を

きちんと運営していくことがJABの仕事

であると考えています。いま申し上げたこ

とを整理したものがこのスライドです（図表

２）。縦軸は関係者として、認証される組

織・製品などの認証対象と、その結果を

利用する利用者、横軸は制度の目的であ

る「能力証明」と認証プロセスを通じての

「能力向上」を配置しました。認証される

組織は、認証されているということで、自

分たちがまともな組織であるということを

訴求することが可能になります。もちろん、

透明性も主張することができます。認証
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図表２ 認証制度の意義

図表３ QMS認証の意義



10 アイソス  No.237  2017年 8月号

「黒船」が、まずは品質、次に環境という

ようにやってきました。このように、要求に

応えるというタイプの制度が導入され、どう

対応するかが大きな課題でした。一つの

方法として、要求に応えて基準に適合す

るマネジメントシステムの基盤の上に、自分

たちに相応しいマネジメントの仕組みを構

築しようという動きがありました。同時に、こ

のような認証制度をもっと社会制度として

有効に使っていく方法はないだろうかとさ

まざまな模索が行われました。

認証制度が真っ当に動くための条件

というのをあらためて考えてみましょう（図

表４）。一つ目は、認証基準が真っ当であ

ることです。二つ目は、基準に適合しよう

という行動そのものが真っ当であることで

す。三つ目は、適合性を評価するプロセス

そのものが真っ当であることです。四つ目

は、その認証の結果をうまく使うような経

済社会であることです。

2015年改訂に係るJABの
使命

さて、2015年版がやってきました。さまざ

まなことが変わったと言われています。箇

条4「組織の状況」では、自分の周りの状

況を見て、内部・外部の課題を認識し、

利害関係者すべてのニーズを認識し、自

分たちが構築すべきマネジメントシステム

のスコープをきちんと決めることを要求し

ています。以前の版でも示唆されていた

ことですが、それをきちんと論理的に要求

しています。まさに、「自分たちで自律的

にきちんとしたシステムを作りなさい」と要

求しているわけで、「ここに基準があるか

ら何でもいいから合わせなさい」と言って

いるわけではないのです。このほか、トッ

プのリーダーシップによる事業との統合、

品質では組織の知識とその評価・獲得・

蓄積、環境ではプロセスの概念の導入な

どが要求されています。

では、2015年改訂に際して、JABは何

をしなければならないのかをまとめてみま

した（図表５）。冒頭に申し上げましたよ

うに、JABは認証基準に関する解釈は

しません。それはISO/TC176（品質）や

ISO/TC207（環境）の仕事です。しかし

ながら、その基準を使って行う認証という

枠組みに関して、それが正しい方向に行

くように、認定審査という場を通じて誘導

していきたいと思っています。「なんだ、

事実上の解釈じゃないか」とおっしゃらな

いで下さい。どう理解し、どう適応している

かを見て、こういうときには「よい」と言い、

こういうときには「だめだ」と言うべきでは

ないか、ということを誘導していきたいと

思っています。JABは、認証制度の有効

活用のためにさまざまな活動を実施して

いきたいと考えていますし、そのために必

要な「認定」という技術的能力、これを高

めていきたいと思っています。認定機能

とはいったい何なのかということを、内部

できちんと考え、正しい方向に進んでいき

たいと考えています。

最後に、本日のシンポジウムの内容をご

紹介します。まず山田秀先生から「マネジ

メントシステムの第三者認証制度が目指

すべき姿」というタイトルで基調講演をい

ただきます。それから三つのワーキンググ

ループ（WG）から研究会活動の報告が

ございます。WG1は「事業に活用できる

2015年版QMS」について、WG2は「環

境パフォーマンス向上に必要な組織の能

力の検証」について、WG3は「2015年版

に基づくマネジメントシステムを審査するた

めの力量」について、それぞれ報告し、そ

のあと質疑応答を行います。

このようなシンポジウムを通じて、この制

度をもっと意味のある効果的なものにした

いと考えております。そのためにどうすれ

ばよいか、本日皆さんと一緒に考えていき

たいと思っています。皆様には、ぜひこの

制度に嫌々対応するのではなく、もっと社

会に有効なものにする、自分の組織に有

効なものにするためのヒントを得て帰って

いただきたいと考えております。どうぞお楽

しみください。ありがとうございました。▼
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てきました。2012年度は複数の規格にど

う向き合うか、2013年度は事業にマネジ

メントシステムをどう組み込むか、2014年

度は業種別にどう対応するか、2015年

度はリスクへの対応をどうするか、というよ

うに、だんだん具体的になってきました。

こう考えてみますと、2012年度に私が主

査を仰せつかってから、規格開発への

対応という点でやるべきことが明らかでし

た。2015年改訂が行われる、附属書SL

が発行される、かなり要求水準が上がる、

じゃあどのように対応すべきなのか、という

ようにテーマ自体が明白でした。

では、2015年版が出た後はどうすべき

でしょうか。これについては、JABの方々

とも相談して、まずは研究会自体の中期

計画（2012～2020年度）を作成して、今

後の活動を考えました。2012～2015年度

までは、規格の改訂状況に応じたテーマ

で取り組んできました。2016年度からは、

現在多くの組織が移行に向かって取り

組んでいるところですので、移行につい

てどう考えるべきかがテーマとして浮かび

上がってきました。将来的に目指すべき姿

は、社会から信頼される第三者認証制度

です。それに向けて、年度ごとに研究会

テーマを選定したロードマップを作成して

います。

シンポジウムについてご説明します。

1. マネジメントシステム研
究会のこれまでとこれから

私自身のマネジメントシステム認証との

関わりは、ISO/TC176国内委員会の副

委員長を務めているなど様々です。また、

ISO 9001の改訂では日本のエキスパー

トとして、後ほどご登壇いただく須田さん

と一緒に活動をしてきました。さらに、マネ

ジメントシステム研究会の主査を2012年

度から務めています。ちょうど2012年度

に、それまで品質と環境が別々の研究会

だったものが一本化されたのですが、そ

の時から主査をしています。

マネジメントシステム研究会のテーマは、

いずれも規格開発にリンクした内容でし

た。2012年度は、ISOで新作業項目提案

（New Work Item Proposal）が採択さ

れ、マネジメントシステム規格は附属書SL

をベースに開発することが決まりました。そ

の後、ISO 9001/14001のCD（委員会

原案）が発行され、大体の内容が分かっ

てきました。さらにDIS（国際規格案）にな

ると、ほとんどの文言は揃ってきて、2015

年度はFDIS（最終国際規格案）がちょ

うど可決された時期でした。そのような改

訂状況に応じて、研究会のテーマを考え

おはようございます。今回のマネジメン

トシステム研究会の主査を務めておりま

す山田と申します。どうぞよろしくお願い

します。

今日のテーマは、「マネジメントシステム

の第三者認証制度が目指すべき姿」と

いう、ちょっと大上段に振りかぶったような

タイトルをつけてみました。意図としまして

は、少し長いスパン、5年あるいは10年程

度経ったときに、第三者認証制度はどう

いう方向を目指すべきなのか、また、第三

者認証制度がどういったかたちになれば

健全に動くのか、こういった立場から考え

てみます。

本日の私の話は、初めにマネジメントシ

ステム研究会のこれまでと今後につい

て、次に社会から信用される第三者認証

制度のためにどういう方向を目指すべき

か、さらに2016年度のマネジメントシステム

Part 2 基調講演
   特集 第５回 JABマネジメントシステムシンポジウム全講演録

  講演者 ： JABマネジメントシステム研究会 主査（慶應義塾大学理工学部管理工学科 教授） 山田 秀 氏

JABマネジメントシステム研究会主査（慶應
義塾大学理工学部管理工学科教授）・山田 
秀氏
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2. 社会から信頼される第
三者認証制度をめざして

社会から信頼される第三者認証制度

とは何か。「マネジメントシステム認証を

取っているのですね。じゃあ、その結果を

積極的に使いましょう」、そう言っていただ

けることが、信頼されている証ではないか

と思います。

ここで言う「社会」というのは、非常に

広い意味です。顧客は当然入りますし、

顧客の顧客たる最終消費者、さらに供給

者、内部関係者、地域住民等々、を含み

ます。そういう非常に広い意味の社会か

ら信頼されるというのはどういうことか。端

的に言ってしまえば、認証の結果によっ

て社会が行動を変えている、認証の有無

によって何らかの行動の違いが表れる、

これが信頼されていることではないかと

考えています。例えば、ISO 9001あるい

は14001の認証を取得しているなら、「お

墨付きを持っている会社なので間違いな

い、取引しよう」とか、「提供している製品

サービスがしっかりしているので、これを買

いましょう」とか、「あの会社は環境に配慮

しているから、積極的に活用しよう」とか

評価されるようになり、社会そのものが認

証の有無を基準に行動するようになる。あ

るいは、認証取得をビジネスの条件にする

とか、法令関係者側がISO 14001の認

証の有無で対応を変えるとか、認証の有

無によって行動を変えるようになる。こうい

う状態が信頼されている状態ではないか

と思います。

では、その信頼されているかどうかを測

る尺度は何か。望ましいのは、やはり行動

がどのように変わっているかを見ることな

のですが、それがなかなか難しい。そこで

いくつか考えてみますと、例えば認証取

得の件数というもので信頼を測ることはで

きるでしょう。あるいは、テレビ・新聞等のメ

ディアでの出現度合い。こんなものを見て

みれば、信頼されているかどうかというの

は測れると思います。

世界の認証件数のデータは、ISOサー

ベイで見ることができます。現在発表さ

れているのは2015年末までのデータで

す。世界でISO 9001の認証件数は大

体100万件くらいです。日本は５万件を

少し切っています。傾向を見ると、世界

は2008年頃から頭打ちで、日本は2005

年頃から減少しています。一方、ISO 

14001の認証件数は、世界では増加が

続いていますが、日本は2008年頃から頭

打ちです。日本のこの傾向は先進国と共

通であると思います。

さて、このような状況を考えると、認証制

度は信頼されているのかどうかです。残

念ながら、先進国の件数を見ると、それほ

どではない。一方、先進国以外で見ると、

そこそこ信頼されているので、件数も徐々

に増えている。特にISO 14001の場合は

そうです。

では、信頼の獲得には何が必要なので

しょうか。それについて、私は５つの点（①

規格、②組織の運用、③認証審査、④認

定審査、⑤制度の整備、発信）から説明

していきたいと思います。一つ目は規格そ

のものです。信頼を獲得するには、規格

そのものがどうなっているのか。社会の声

の代弁となっているのでしょうか。その次

に組織がどう運用するか。基準が変わりま

した。では、その基準を役立てるために、ど

ういうふうに運用するのか。第三者認証

制度で実施されるわけですから、正しい

認証審査が行われているか。それに加え

て、その認証が正しいかどうかをきちんと

認定審査で見ているか。さらに制度の整

備、発信です。この5番目については、今

まであまりうまくできていなかったのではな

いかと、私自身原稿をまとめながら気付い

たところです。この5点について、ひとつず

つ説明させていただきます。

①規格

まず、規格について。私が個人的にコ

ンタクトをした結果や、発行されている文

書から見た、ISO内部の認識を紹介しま
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サイクルが別途必要になってくるわけで

す。これはいわゆる年次というよりも、中

長期的なもの、3年ないし5年の範囲で見

直してみて、ちゃんとマネジメントシステムと

してPDCAが回っているか、それは事業

環境に対応しているかが要求されていま

す。さらに言うと、パフォーマンス向上という

ものが明確に要求として加えられていま

す。先ほど説明したように、これは、仕組

みばっかり見て実行が伴わないという課

題に対するISO側の回答とみなすことが

できます。

この附属書SLを組み込んだISO 

14001:2015は、事業目的に環境マネジメ

ントを役立てるための自律的PDCAであ

り、組織の状況を俯瞰しながら、比較的

長期にわたってPDCAを回し、マネジメン

ト自体を変えていく構造になります。

一方、附属書SLを組み込んだISO 

9001：2015になると、経営環境を考慮し、

事業目的を達成するための品質マネジメ

ントシステムのPDCAと、パフォーマンス向

上、固有技術の獲得、ヒューマンエラーへ

の取り組みなどを含む運用のPDCAを有

機的にリンクさせる構造になります。

このように、規格自体は、社会の要請

に応えるためにレベルアップしているわけ

です。

ジメントシステム規格に対する要求は、年

と共に平均的な実践が上昇してきていま

す。ですからマネジメントシステム規格は、

要求水準にちゃんと追いついたものにし

なければなりません。

このような課題への対応として附属書

SLが発行され、マネジメントシステム規格

の共通化が行われました。附属書SLは、

自分が置かれている状況がどうなのかと

いうことを理解し、変化の早い環境に対

応し得る自律的なマネジメントシステムで

す。そのため、箇条4には「組織の状況の

俯瞰」といったことが出てくるわけです。

事業プロセスへの組込みも強調されてい

ます。さらに言えば、仕組みばっかり見て

実行が伴わない、そういう課題に対しては

パフォーマンスで対応するとしています。こ

のように、附属書SLは、今述べてきた課

題認識に基づいて発行されたと言うこと

ができます。

ISO 9001：2008、あるいはISO 

14001：2004の基本構造は、いわゆる×

×マネジメントシステムを構築してPDCA

を回しながら継続的改善をはかるというも

のでした。それに対して附属書SLは、組

織が置かれている経営環境は刻 と々変

わっており、10年前と同じ環境で経営し

ている企業はないわけですから、組織が

置かれている状況を俯瞰しながらマネジメ

ントシステムに生かすという、大きなPDCA

す。まず成果として３つあります。１つ目

は、マネジメントシステムが定着したこと。

2000年版が発行されたときは、「マネジメ

ントシステム？ なんだこれは？」という声が

多かったのかもしれません。しかしながら、

15年という長い月日をかけ、皆さんのご尽

力によってマネジメントシステムは定着した

と思います。２つ目は、PDCAや改善の

定着。「改善」という要求事項自体、2000

年版が出たときには非常に大きなトピック

でした。ですがこれも、世界的にも定着し

てきました。３つ目は、先進国以外ではそこ

そこ信頼されていること。「基礎には有効

だった」という認識だと思います。

一方、課題としても３つあります。１つ目

は、事業と乖離した認証のためのマネジメ

ントシステムであること。これは大きな課題

だろうと思います。２つ目は、仕組みの有

無ばかり見ていて、実行が伴わないこと。

３つ目は、現実的には実践が変化し高度

化してきているのですが、規格の要求水

準が追いついてきていないこと。

認証はしていませんが、第三者の評

価という意味で最も成功しているものの

一つは英語のTOEICだと思います。

TOEICの試験は、世界に広まっていま

すし、その成果をそこそこ皆さん信頼して

いるわけです。TOEICがマネジメントシス

テム規格と違うのは、要求水準が時代と

共にそう大きくは変わらないことです。マネ
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ISO 9001のマネジメントシステムに組み込

まれたわけです。すると今、どういう企業

が良いかというと、事業環境に応じた経

営ができる企業です。ですから、それに類

する要求が2015年版に組み込まれたわ

けです。

③認証審査

こうなってくると認証審査も、今までの

逐条的な審査では何も見たことにはなら

ないでしょう。私自身、「トップインタビュー」

という言葉に、前々から違和感を持って

いました。どうしてトップは「インタビュー」な

のでしょうか。トップは一番先に審査され

るべきものじゃないかと思います。であれ

ば、「トップ審査」ではないでしょうか。

組織の状況、強み・弱みなどを明確化

して決定するプロセスがあるどうか、これ

はある程度きちっと審査できると思いま

す。ですが、そのプロセスから無理なくアウ

トプット、すなわち○○計画とか○○目標

が導かれているかどうか、さらにそれが社

会的相場観とずれてないか、このあたり

を審査するのはなかなか難しいと思いま

す。難しいのですが、そこに踏み込まない

と制度自体は信用されないのではないか

と思います。

来年、再来年までに何とかしなければ

は、重大品質問題やコンプライアンスの欠

如です。これには特効薬はなく、トップが

積極的な姿勢を示すしかありません。そう

いうことも仕組みに組み込めば、会社とし

ての能力が向上していくわけです。「認

証を取得しているのにこんなことがあるの

か？」という不祥事を防ぐためには、審査

を機にトップが現場を見に行き、現場で感

じることが重要であると思います。

認証審査は第三者評価です。これは

良い自己評価のきっかけになります。です

から、認証審査を積極的に活用しようとす

るなら、どんな認証機関が良いのかも考え

なければなりません。審査時間が短けれ

ば良い審査なのでしょうか？ PDCAがきち

んと回っているかどうかを審査できちんと

見ていけば、当然長い時間がかかると思

います。

品質管理の歴史的な発展を、一人当

たりのGDP（名目）の推進とともに1955

年から2015年まで追ってみると、品質管

理が戦後日本にアメリカからもたらされ、

1980年代からGDPが急上昇するのです

が、その結果のすべてとは申しませんが、

日本の品質管理の先人たちによって大き

な貢献がなされたと私は確信しています。

例えば、「全部門・全階層への展開」や

「品質は顧客が決める」ということ、1980

年代でそういうことができたのは日本だけ

です。そういったことが2000年になって、

②組織の運用

次に、組織の運用についてです。自信

を持って言えますのは、要求水準は向

上を続けており、組織がしっかり利用す

れば事業の役に立つ、ということです。

2000年版が発行された時、確かにいく

つかの組織にはすでにマネジメントシステ

ムというものができていたでしょう。ただそ

れは、ある意味で平均よりも上のレベル

で実践していた企業、組織での話です。

それが2000年版で、いわゆるスタンダー

ドとして取り込まれました。そうすると、要

求水準の向上で、例えば中期計画と年

次計画と二つのPDCAで事業と統合す

るようになります。私は、ビジネススクール

で教えていたことがありますが、そこでは

「3C分析」という言葉がよく出てきます。

3Cというのは「Customer」「Competitor」

「Company」の略です。規格では、これ

をやりなさいとは明示的には言っていま

せんが、3Cのようなものをきちんと見て、

事業環境の変化に対応することが要求

になっています。

このようなことをやろうとすると、一番肝

心なのはトップです。トップの積極的な関

与が不可欠になってきます。担当者レベ

ルでどうにかなる場合ももちろんあります

が、大きなPDCAを回す場合は、なかな

か難しいと思います。トップの一番の懸念
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まなければならないと思います。昨今の

新聞等を見ていますと、「2015年版改

訂に対してどう取り組むか」という記事は

よく見ますが、「要求水準がこのように上

がって役立つようになった」といった真正

面からの発信は必ずしも多くなかったと思

います。これは私自身、ISO/TC176国

内委員という対場から反省しているところ

です。「このように規格は変わり、社会か

ら認められるようになりました」ということ

を、もっと積極的に発信しなければならな

いと思っています。

効用と限界についても発信が必要で

す。確実に認証審査で保証できることは

こういうこと、できそうなことはこのあたり、

困難なことはこのあたり、ということを明確

化した上で発信しなければなりません。例

えば、新聞記事等で出てくる「悪意の偽

装」などの例は、これは認証審査でも見抜

くのは無理です。また社会も「認証を取得

しているのに、こんな会社なのか」とは言

わないのではないでしょうか。会社ぐるみ

で偽装していた場合は、その問題が第三

者評価で検出できる話ではありません。

そのくらいは社会も認識していると思いま

す。ですので、認証審査で保証できること

と、保証は困難なことを明確化して発信

することは必要ではないかと思います。

社会への発信については、認証を取り

巻く社会において、審査基準、審査方針

と思います。

さらに言いますと、実践すべきことの確

実な実践です。適合が実証できなければ

不適合です。不適合があるから不適合で

はなく、適合していることをきちんと実証で

きて初めて適合なわけです。不祥事やコ

ンプライアンスといったことを考えると、この

ような姿勢をもっと強くしなければならない

と思います。適用できる要求事項は全部

適用しなければなりません。これは、ISO 

9001:2000、あるいはISO 14001:2004か

らそうだったのですが、「適用除外」という

言葉が変なかたちで一人歩きしてしまっ

たようです。プロセスがあったら適用しなけ

ればなりません。

信頼を獲得するための審査のあり方

についても活動が必要です。今回、2015

年版の審査に向けたガイド、あるいはそれ

に相当する文書を発行することが決まり、

そのインプット文書として、マネジメントシス

テム研究会での認定審査・認証審査に

関する議論の成果を入れることになりま

した。このあたりについては、本日の最後

に、米岡認定センター長からお話しいただ

けると思います。

⑤制度の整備、発信

制度の整備、発信についても、取り組

ならない話ではないと思います。2000年

版が出た時は、マネジメントシステムという

ものが馴染むまである程度時間がかかっ

て、最終的には定着したわけですから、そ

れと同じように時間がかかると思います。

事業プロセスへの組み込みについて

も、逐条審査から脱却してきちんと見な

ければなりません。そのためには、審査計

画を立案する能力も必要になってくるか

と思います。

さらに、パフォーマンスを見ることについ

ても、単に結果を見るだけでなく、マネジ

メントシステムの効果を見ることが必要で

しょう。「認証取得しているのにこんなこと

が？」という不祥事の発生の防止には、や

はり現場での審査を重視することです。

現場に行くと、何か変なことやってそうな

会社だということを肌で感じることがある

と思います。

④認定審査

認定審査は、今言ったような高度化し

た認証審査をきちんと評価しなければな

りませんから、ここも非常に難しくなってく

るわけです。今までと同じように条項を見

ながらどうこうというよりも、相手のところに

踏み込む能力があるかどうか、そういった

ところをきちんと評価しなければならない
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いただきました。メンバー構成も2016年度

からさらに増強しまして、運用組織、認証

機関、認定機関、コンサルタント、学識経

験者等から幅広く選びました。

今回は第三者認証制度の信頼性向

上に主要な命題を取り上げています。で

すので、網羅性はある意味で欠けている

かもしれませんが、重要なものから取り上

げています。また、完全ではないものの、

時間的に今発信したほうがよいものから

取り上げています。本日の発表が、きっと

皆さんのヒントになるということを確信して

おります。

では以上を持ちまして、私の発表を終

わらせていただきます。どうもありがとうござ

いました。▼

をかけて、いろんな努力を経て馴染んでく

るものだと思います。今述べてきた①から

⑤については、今後一つ一つ丹念に検

討する必要があると思います。

3. 2016年度マネジメント
システムシンポジウム

本日のマネジメントシステム研究会の発

表内容は、先ほどの私の話のキーワードを

使いますと、WG1は「事業に活用」、ここ

ではQMSが対象です。WG2は「パフォー

マンス」、特に環境パフォーマンスを扱いま

す。WG3は「審査」、審査が難しくなるの

で、そのための力量について議論をして

が変わるわけですから、これを機に、より

充実した××マネジメントシステムになり得

ることを発信していかなければならないと

思います。また、受審組織に対しては、社

長などのトップが積極的に取り組むことを

強調していいのではないかと思います。トッ

プがしっかり取り組めば、重大品質問題

やコンプライアンス欠如について、かなりの

効果が得られると私は思っています。

制度全体の維持・向上については、

認証数が下がってきており、長期的に考

えると果たしてこれで持続可能なのかと

いう懸念があります。審査料金の値引き

競争がありますし、審査工数も減らす傾

向があります。確かに、審査基準が2008

年版からずーっと続いてきたので、審査

工数を削減する方向が出てくるのは分か

ります。ただ、今回規格が改訂されました

し、この規格ではしっかり審査すると組織

は良くなりますし、審査工数もかかります。

したがって、審査工数を減らす方向が本

当に正しいのかは、議論になるところだと

思います。

いずれにしろ、「きれいごと」を述べまし

た。それが私の今日の役割だと思います。

ある程度数年先を睨んで、こういう方向に

いかなければならないという話をしました。

2000年版の時もそうであったように、規格

を出したからすぐに制度として馴染むとい

うものではないはずです。ある程度、年月 JABマネジメントシステムシンポジウムの会場風景
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ロセスとその相互作用を明確にする必要

があります。その組織が設定したプロセス

に対して、認証機関は、審査の場でリスク

ベース思考を含めたプロセスアプローチを

考慮した審査手法を実施していますが、

今回の規格改訂に合わせて、さらにそれ

を改善する必要があると言われておりま

す。プロセスアプローチを徹底すれば、品

質マネジメントシステム（以下、QMS）のパ

フォーマンスの検証が的確に実施されま

すし、組織にとってはQMSの有効性が

明確になります。それが組織にとって、事

業に活用できるQMSであり、最終的に

は認証の価値向上につながると、私ども

WG1のメンバーは考えています。

すでに認証の移行は始まっています

ので、実際にどういう課題があるのかにつ

いて、みんなで議論しました。１つめは、附

属書SL由来の箇条4、5、6についての

組織側の理解が不十分なことに加えて、

審査でもなかなか箇条4への適合が実証

された証拠が検証されていない状況があ

ることです。２つめは、プロセスアプローチ

に基づくパフォーマンスの評価がきちんと

実践されていないことです。３つめは、リス

クに基づく考え方について、計画策定の

ベースになるという理解が乏しく、事業の

プロセスと統合した観点が弱いということ

です。４つめは、適用除外で一番焦点に

なっている2008年版の7.3項、2015年版

ただいまご紹介いただきました防衛基

盤整備協会（BSK）システム審査センター

の伴野でございます。WG1の主査とし

て、今年度は「事業に活用できる2015年

版QMS」というテーマで発表させていた

だきます。

今回の発表では、まずテーマ選定の考

え方について簡単に述べさせていただき、

続いて2015年版における変化点につい

ての検討内容を説明します。それから、飯

塚理事長のお話の中の言葉を使わせて

いただくと、変化点に対する「能力証明」

の評価に着目し、製造業・建設業・サービ

ス業について移行審査の実施例として変

化点の対応を検討しました。さらに、それら

をまとめ、2015年版への対応のポイントとし

ました。スライドの枚数が多いので、ポイント

を絞って説明させていただきます。

1. テーマ選定の考え方

WG1では、「事業に活用できる」とい

うテーマを選定しましたが、その背景につ

いてご説明します。ISO 9001:2015では

プロセスアプローチを通じてシステムの有

効性の実証の必要性と、リスクベース思

考の適用を促進していると言われていま

す。当然、プロセスアプローチを採用する

ということは、組織にとっては、必要なプ

Part 3 事業に活用できる2015年版QMS
 － 移行審査の現場からの提言 －

  講演者 ： JABマネジメントシステム研究会 WG1主査（公益財団法人 防衛基盤整備協会 常務理事） 伴野 道彦 氏

JABマネジメントシステム研究会WＧ１主査
（防衛基盤整備協会常務理事）・伴野道彦氏

WG1メンバー：
（五十音順、敬称略）

五十嵐 誠 （組織）
生駒 雅和 （認定機関）
景井 和彦 （認証機関）
長谷川 武英 （認定機関）
伴野 道彦 （認証機関）
前田 京子 （組織）
山上 裕司 （コンサルタント）
山田 秀 （学識経験者）

目次

1. テーマ選定の考え方
2. 2015年版における変化点
3. 移行審査の実施例 変化点へ
 の対応
 3.1 製造業
 3.2 建設業
 3.3 サービス業
4. 2015年版への対応のポイント
5. まとめ

   特集 第５回 JABマネジメントシステムシンポジウム全講演録
 JAB マネジメントシステム研究会 WG1 の報告
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の8.3項の設計開発、特に、製造業にお

ける工程設計、建設業における施工設

計について、明確になっていないのでは

ないかということです。

このような背景と課題認識をもとに、

WG1の活動テーマを「事業に活用できる

2015年版QMS」としました。ただし、移行審

査の問題点を捉え、そこから深堀りをしまし

たので、サブテーマを「移行審査の現場か

らの提言」とさせていただきました。

内容としましては、変化点をキーワードに

して、移行への対応のポイントについて、

審査員と組織の両方の立場で検討し、

2015年版の全体像から規格全体のつな

がりを考慮した上で、各箇条の追加要求

事項に関して、組織がどのような対応を

行っているか、移行審査において認証機

関等がどのような審査をして何を確認す

るべきかについて、変化点を中心に検討

しました。同時に、パフォーマンスの検証に

関しても、審査手法や考え方を検討しまし

た。検討の対象としましては、中小企業の

代表的業種に対して、事業に活用できる

QMSの構築に焦点を当てました。

この絵（図表１）は、事業モデルとQMS

の関係を示したものです。製品・サービス

を提供する場合、その製品・サービスを実

現するプロセスがあり、それに関連するさま

ざまな要素がありますが、QMSはこういっ

た要素のほとんどと関連していますので、

顧 客 

製品・サービス 
戦略立案能力 

運営能力 製品・サービスを実現するためのプロセス 

品質マネジメントシステム 

外 部 の 利 害 関 係 者 （ 顧 客 以 外 ） 

評
価 

パートナー 
（協力会社） 出資者 地域社会 監督官庁 

経営理念 健全性 

財 務 

倫 理 

組織力 

知識・技術力 
・技術革新 
・固有技術 
・環境技術 

経営資源 
人 材 
社員の力量 

従業員 経営者 

財務資金 

情報システム 

コンプライアンス 

インフラ 

顧客の顧客 顧客の顧客 

図表１ 事業モデルとQMSの関連図

図表２ IAFの9項目とJABの8項目をベースにまとめた主要な「要求事項の変化点」

JABセミナーの8項目 
・「審査で注目すべき要

求事項の変化点」として次
の８項目を特定して解説し
た。 
① 柔軟な文書化要求 
② 組織の状況に基づく

QMSの計画・運用 
③ リスクに基づく考え

方、リスク・機会に
対する取り組みと
QMSプロセスへの統
合、その有効性の評
価 

④ 密接に関連する利害
関係者の特定 

⑤ QMSの境界・適用可
能性の決定の適切さ 

⑥ トップマネジメント
のリーダーシップに
よるQMSと事業の統
合、QMSの有効性の
説明責任 

⑦ 製品・サービスの品
質を含めたパフォー
マンスの評価と改善 

⑧ 組織の知識の評価・
獲得 

IAF ID9の9項目 
ISO 9001:2015 の主な変更点は： 
i.ISO 専門業務用指針第１部の
附属書SL で規定されるHLS 
の適用 
ii.プロセスアプローチの理解
と適用を支援し改善するため
のリスクに基づく考え方につ
いての明確な要求事項 
iii.規範的な要求事項の削減 

iv.文書化要求があまり強調さ
れなくなる 
v.サービス業に適用しやすく
なる 

vi.QMS の境界(boundaries)を
決定しなければならない 
vii.組織の状況（organization 
context）の強調 
viii.リーダーシップの強化 
ix.顧客満足度を改善するため
期待される成果（desired 
outcomes）を達成することを
強調 

変化点の区分と対応する審査プロセス 
 
＃１ トップマネジメント  

＜経営者の責任プロセス 
（トップインタビュー）＞ 

 
＃２ 組織の状況   
＃３ 利害関係者    
＃４ QMSの境界・適用可能性   
＃５ リスクに基づく考え方  

 ＜QMS運営管理プロセス＞ 
 
＃６ 柔軟な文書化要求   
＃７ パフォーマンスの評価と改善 

 ＜運用プロセス・改善プロセス＞ 
 
＃８ その他 
＜支援プロセス＞ 

図表３ 変化点の区分と対応する審査プロセス
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たところです。もう１つは、#7のパフォーマ

ンスの評価と改善にフォーカスします。で

すから、変化点について検討しますけれ

ども、やはり箇条４～６とパフォーマンスを

中心に検討したということです（図表３）。

規格全体の中で変化点に対する取り

組みがどのように展開されているかを表し

たのがこの図です（図表４）。これだけだ

とちょっと分かりにくいので、特に箇条4か

ら箇条6のつながりと相関をまとめ、最終

的に「運用の計画及び管理」に行くとい

う図に整理してみました（図表５）。さらに、

このような変化点というのは、最終的には

「事業プロセスの最適化」に向かってい

るわけですから、変化点に関して検討す

るということは、結局、事業に活用できる

QMSを検討することになると、私どもでは

考えています（図表６）。

ID9です。これは、2015年版への移行計

画の指針の品質版です。これの環境版も

別にあります。ここには、主な変更点が９つ

書いてあります。項目立てで変わったとこ

ろ、規格の考え方がかなり変わったところ、

従来と内容としては同じだけれども強調さ

れているところ、そういう順番に記述されて

います。もう一つは、JAB主催で2015年7

月に開催された認証制度関係者向けの

セミナーにおいて、審査で注目すべき要求

事項の変化点として8項目が提案されて

おります。WG1では、JABの8項目を、移

行審査の場を通してという観点から検討

し、並び替えました（図表２）。

＃１のトップマネジメントから#5のリスクに

基づく考え方までは、QMSの運営管理に

関わるところで、規格で言うと箇条の4か

ら6に相当し、規格の変更が一番多かっ

事業モデルとQMSはほとんど一致して

いると言っていいのではないかと思いま

す。ただし、QMSの周りの要素をどこまで

QMSに取り込むかということは、組織がど

のようなQMSを構築するかにかかってい

ますので、今回事業プロセスの中での品

質マネジメントシステムの位置づけを検討

しています。

2. 2015年版における変
化点

2015年版における変化点について、簡

単に説明させていただきます。QMSに関

連する要求事項の変化点として、私どもは

２つの考え方を検討しました。一つは、IAF

（国際認定フォーラム）が発行している

図表４ ISO 9001:2015の変化点全体像

図表５ 箇条４～６のつながりと相関図 図表６ 事業プロセスに与えるQMSの特性要因
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3. 移行審査の実施例 変化
点への対応

移行審査の実施における変化点へ

の対応を、製造業と建設業とサービス業

で検討しました。製造業については、先

ほど述べた変化点8項目に関する「指

摘事項」と「ベストプラクティス」を挙げま

した。簡単に言えば、「指摘事項」という

のは「こんなはずじゃなかった」という内

容であり、それに対して「ベストプラクティ

ス」というのは「こうあるはずだ」という内

容です。建設業については、８項目すべ

てを網羅するのではなくて、特にQMSの

境界・適用可能性の問題に絞って、「指

摘事項」と「ベストプラクティス」を挙げまし

た。サービス業については、審査の立場よ

りもむしろ組織の立場から、リスクに基づく

考え方に関する変化点をポイントとしてま

とめてみました。

3.1 製造業

まず製造業から始めます。想定する組

織は、監視システムの設計・開発・製造と

据付・保守・点検・修理等のサービス提供

を行っている12人程度の非常に小さな

規模の会社です。この組織は、親会社の

一事業部として認証範囲の仕事をしてい

ますが、官公庁向けが主体の仕事で、設

図表７ 想定する組織（製造業）の概要

図表８ 想定する組織（製造業）のプロセスの順序及び相互関係

図表９ 指摘事項の事例の凡例

図表10 ベストプラクティスの事例の凡例
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格できるラインとご理解いただければと思

います。これはベストプラクティスの凡例で

す（図表10）。

本日は、８項目全部をご紹介することは

できませんので、３項目（#1 トップマネジメン

ト、#2 組織の状況、#7 パフォーマンスの

評価と改善）に絞ってご説明します。

#1 トップマネジメント
最初は、製造業における「トップマネジ

メント」の「指摘事項の事例」です（図表

11）。トップマネジメントのリーダーシップによ

るQMSと事業の統合や、QMSの有効性

の説明責任というのは、箇条5.1.1で要

求されています。この事例ですと、「組織

の対応」の項目で、経営者の責任プロセ

スの審査でトップが対応したのですが、規

格の変更内容への組織の対応に関して

トップが何も語らなかったとしています。こ

れは一番悪い事例ですね。それに対して

認証審査員は何も指摘しなかったとして

います。認証審査で約1時間のトップインタ

ビューを行い、箇条5.1.1のa)からj)など、

要求事項の変化点について特に突っ込

んだ確認はしなかったということになりま

す。おそらく認定審査員からは、移行審査

としては範囲と深さが足りない、特にトップ

マネジメントに確認するときに、箇条5.1.1

のc)、d)、g)への取り組みを確認していな

い、という指摘が出るでしょう。

適合している事例です。

その次の列は、認証審査員による組織

の評価及び確認状況です。それぞれの

条件に対して、組織の状態が悪ければ

当然不適合として指摘しなければならな

いのですが、指摘しない場合もあります。

適切に指摘した場合と、そうでない場合

を事例として挙げています。

一番右側の列は、認定審査員による

認証審査員の評価です。認定審査員も

ただ適合・不適合の判定をするだけでは

なくて、認証審査に際していろんなコメント

を出していますので、そういったことも事例

として挙げています。

図表には太い横線が入っていますが、

これは適合・不適合の境目を意味してい

ます。もちろん現実には、認証審査員の

判断に差がありますし、それから認定審

査員が認証審査員を評価する場合にも

この境界の判断には難しいところがあると

思います。今回はあくまでWG1のメンバー

が作ったシナリオでございますので、その

辺はご理解いただきたいと思います。

「ベストプラクティス」の見方
先ほどの図表（図表９）の一番下の欄

は、組織の対応が適合している状態のも

ので、これをベストプラクティスとしていま

す。日本語では「最善の慣行」と言います

が、変化点に対して移行審査が一応合

計・開発はすべて自社で実施しています。

ただし、設置等は工事業者に発注してア

ウトソーシングしているという形態です（図

表７）。

規模の小さい会社ですので、プロセス

も簡単です。QMSの運営管理プロセス

（Plan）、運用プロセス（Do）、支援・改善

プロセス（パフォーマンス評価：Checkと改

善：Act）があって、PDCAを回しています。

運用プロセスについては、外部提供者との

インターフェースがありますし、QMSの運営

管理プロセスについては、親会社から事

業計画等の情報のインプットがあります。こ

のようなプロセスの順序と相互関係をタート

ル図で表現しておきます（図表８）。

「指摘事項の事例」の見方
指摘事項の事例については、このよう

な凡例で検討しました（図表９）。一番左

側の列に規格の変更点８項目が書いてあ

ります。これに対して、組織がどう対応した

かというのが次の列に書いてあります。４

階層になっていて、１段目は、全然できて

いない事例。規格の変化点に対して何も

アウトプットがない状態です。2段目は、アウ

トプットはあるけれども、そのプロセスが定

義されてない事例。3段目は、一応アウト

プットもあるしプロセスも定義されています

が、他のプロセスとの関連がよく分からな

いところがある事例。４段目は、変化点に

図表11 指摘事項の事例（製造業） #1 トップマネジメント
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同じ項目でのベストプラクティスの事例

がこの図表です（図表12）。トップインタ

ビューは90分、通常1時間だとしたら若干

時間を増やしたことになります。そのインタ

ビューの中で、箇条5.1.1に関してトップは

変化点に対する対応状況について説明

し、しっかり証拠も示したとしています。そ

れについて、当然認証審査員は適用でき

ているという判定ですし、認証審査員が

的確に審査証拠を残していれば、認定

審査員はこの移行審査は適合していると

いう判定になると思います。

#2 組織の状況
次は、製造業における「組織の状況」

の「指摘事項の事例」です（図表13）。

組織は口頭で「外部の課題はこうです」

「内部の課題はこうです」というように

ちゃんと説明してくれました。審査員はそ

れを聞いて、組織の外部・内部の課題は

適切であったと評価しました。これに対し

て認定審査員は、その課題をいつ、誰が、

どのように設定して、それをどういうふうに

使ったかということに関して、そのプロセス

を何も審査員は確認してなかったと指摘

しています。これは、前述した指摘事項の

凡例の2段目に当たり、アウトプットはある

けれども、そのプロセスが定義されてない

事例に相当します。

同じ項目でのベストプラクティスの事例

図表12 ベストプラクティスの事例（製造業） #1 トップマネジメント

図表13 指摘事項の事例（製造業） #2 組織の状況

図表14 ベストプラクティスの事例（製造業） #2 組織の状況
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定審査員は、不適合として指摘してきまし

た。その指摘内容は、審査チームは直近

1年間のパフォーマンスが低下しており、そ

の原因が購入品の品質不良であることを

確認していたが、購入品の品質改善活

動について確認をしなかった、つまり、結

果だけを見て、それに対する改善活動に

ついてさらに確認しなかったというもので

す。組織が改善活動をやっているかどう

かが分からないのですから、それでは移

行審査として成り立たないわけです。

この場合、もし結果が悪かったことに関

スの評価と改善」の「指摘事項の事例」

です（図表16）。「組織の対応」として、

監視・測定が必要な対象として、納期遵

守率、目標コスト達成率、不適合件数に

関する目標を設定して、一部目標を達成

してなかったというものです。組織は、当

該年度に発生した購入品の品質不良に

よってKPI指標が悪化したという説明を

しています。この時、審査員は、そのような

指標を設定して管理し、パフォーマンスを

評価しているという結果だけを記録して、

それでおしまいでした。これについて、認

がこの図表です（図表14）。組織は外部・

内部の課題をきちんと示し、それをあらた

なプロセスとして手順を決めています。例

えば「QMS組織状況管理表」というのを

作って、それによって外部・内部の状況を

明確にし、他の変化点との関連も一緒に

示しているという事例です。

では、その「QMS組織状況管理表」と

いうのは、具体的にどういうものか。そのイ

メージを示したのがこの図表です（図表

15）。その中で「組織及びその状況の理

解」ということで、外部・内部の状況の分

類をして、そこから課題を見つけ、その課

題についてリスクの有無を評価し、リスク

と機会の取組みにつなげています。同

様に、利害関係者のニーズ及び期待に

ついても同じ方式でまとめています。これ

は、実際にあるコンサルタントの方が作成

されたものをWG1に提供していただき、そ

れを少しアレンジしたものです。これは文

書化した情報としての維持が目的ではな

くて、あくまで規格の明確化の要求に対

する、見える化の一手法というふうにご理

解いただきたいと思います。こういったもの

があれば、組織も自分自身の活動が明確

になるし、審査の場合に認証審査員に説

明しやすい、ということになると思います。

#7 パフォーマンスの評価と改善
続いて、製造業における「パフォーマン

図表15 QMS組織状況管理表のイメージ

図表16 指摘事項の事例（製造業） #7 パフォーマンスの評価と改善
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いが適切な処置が取られている状態。悪

いのは、達成されておらず、なおかつ適切

な処置が取られていない状態です。この

ようなマトリクスで、有効性を評価します。

従来は、プロセスが適合しているかどう

かというのは、「プロセスの実現度」が中

心でした。ですが、たとえ「プロセスの実

現度」が高くても、「プロセスの成果達成

度」において、計画した結果が達成され

ておらず、なおかつ何も処置がされていな

いと、不適合を出す可能性があります。

有効性レベルの１～２は、不適合が出る

可能性があり、一方、有効性レベル４～

５は、不適合がない状態と判定できます。

「プロセスの成果達成度」について、計

画した結果が達成されていなくて適切な

処置が取られていない・取られている、こ

この判定が一番大事な点であり、この図

表は、それを明確に示しています。航空

宇宙セクター規格では、こういった全世界

共通の基準を活用して、審査員による評

価のばらつきをなくしています。

本日は８項目すべてを説明はしません

が、今ご紹介した3項目が一番ポイントにな

るのではないかと考えています。

3.2 建設業

次は、建設業の事例です。この事例で

は、「#4 QMSの境界・適用可能性」につ

ができると思います。

なお、航空宇宙のセクター規格（JIS Q 

9100:2016）においては、パフォーマンス

の有効性の評価について、手順が決まっ

ています。この図表は、航空宇宙品質セ

ンター（JQAG）から使用許諾をいただい

てご紹介しております（図表18）。「有効

性」の定義は、「計画した活動を実行し

て、計画した結果を達成した程度」です。

この図表の大きな数字は、有効性のレベ

ルを表しています。縦軸は「プロセスの実

現度」です。計画した活動が完全に実現

されているというのが良い状態で、実現さ

れていないというのが悪い状態です。横

軸は「プロセスの成果達成度」です。最も

良いのが、計画した結果が達成されてい

る状態。次に良いのが、達成されていな

して認証審査員が、例えば購入品の品

質不良だったら、購買プロセスの問題点

が何で、それに対してどういうふうに組織

が改善活動やっているかを見て、それが

十分なものであるとすれば、移行審査とし

て成立するかもしれません。

同じ項目でのベストプラクティスの事例

がこの図表です（図表17）。これは、同じ

ようにQCDに関する指標を設定し、パ

フォーマンスの評価と改善に関してどのよ

うな取り組みをしているかということをプロ

セスで確認し、もし目標を達成していない

ところがあれば、それに対してどのような

具体的な対応をしているかを確認してい

ます。そのプロセスを確認して初めて、パ

フォーマンスの評価と改善の変化点に対

して適切に対応していると評価すること

図表17 ベストプラクティスの事例（製造業） #7 パフォーマンスの評価と改善
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図表18 審査所見及び有効性レベルの結果（出典：JAQG）
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の施工計画を、8.3項で指摘するか、8.5項

で指摘するかは、議論のあるところだと思

いますが、この事例では8.3項の活用を示

しています。

ベストプラクティスとしては、その逆で、

施工計画の作成と運用見直しは手順で

である2008年版の品質マニュアルから見

直す必要性はないとしています。審査員

が内容を確認すると、実際には施工計画

を作っています。ですが、そのプロセスにつ

いて明確な定義をしていない。そこで、審

査員は不適合として指摘しました。建設業

いて検討してみました。想定する組織は、

地方で土木工事を主とする建設業で、

組織は発注者が行う入札を経て、工事を

受託し、施行し引き渡します。土木工事の

設計は、発注者が委託した経営コンサル

タントが実施します。従業員50人の規模

で、「8.3 設計開発」は適用除外としてい

ます。ただし、施工計画の責任はあります

（図表19）。

この組織の場合、QMSの適用範囲を

分析するプロセスというのがありまして、

箇条4.3のa)、b)、c)に対して課題、利害

関係者、製品ということで範囲を決め、

QMSの境界を決め、規格条項をどう適用

するかを検討すれば、自然にQMSの適

用範囲が決まるということになっています

（図表20）。

想定するプロセスを見ますと、真ん中に

運用プロセスがあって受注から施工、苦

情対応まであって、その他支援プロセス等

との相互関係があります。設計開発は実

施していませんが、受注後に実際の施工

をする前に施工計画を作成していること

が、この図表から分かります（図表21）。

#4 QMSの境界・適用可能性
建設業における「QMSの境界・適用可

能性」の「指摘事項の事例」です（図表

22）。この組織は、適用範囲を品質マニュ

アルで文書化しており、現時点では旧版

図表19 想定する組織（建設業）の概要 図表20 適用範囲分析プロセス

図表21 想定する組織（建設業）のプロセス

図表22 指摘事項の事例（建設業） #4 QMSの境界・適用可能性



26 アイソス  No.237  2017年 8月号

明確になっています（図表23）。これが、

品質マニュアルに書いてあるのか、別途

手順書に書いてあるのかは別として、組

織が定義したプロセスの中にその部分が

明確に位置付けられ、インプット、アウトプッ

ト等が定義されているという状況です。ま

た、建設業なので、工事一時サイトの取り

組みについて非常に明確になっていま

す。そういうところを審査員は確認して、

QMSの境界・適用可能性という変化点

に対して適切に実施しているという評価

を下したという事例です。

3.3 サービス業

次はサービス業です。想定する組織は、

従業員20人の規模で、本社部門に、新

店やメニュー開発を行う店舗開発課と経

営・仕入れ担当の店舗運営課があり、店

舗として焼肉店２店を抱えています。この

組織には適用除外はありません。店舗の

メニュー設計・開発は、店舗開発課スタッ

フまたは店舗運営課スタッフの提案によ

り実施し、店舗運営課長の承認により最

終決定をします。焼き肉店の基本メニュー

は、客調理が主で、サイドメニューは店内

調理により提供しています（図表24）。

この組織の事業マネジメントシステムの

概念図をイメージで示したのがこの図表

です（図表25）。全体が事業マネジメントシ

ステムで、その中にQMSが入っています。

外食メインプロセスというところが実際の

運用プロセスの中心になります。

外食店経営の主な流れをフロー図で

表してみました（図表26）。事業計画から

始まって、マーケティング、店舗コンセプト

策定、店舗経営計画を経て、最終的にメ

ニュー設計をして、販売するという流れで

す。このフロー図の事業計画のところが箇

条4、5、6の計画にほぼ相当します。

図表23 ベストプラクティスの事例（建設業） #4 QMSの境界・適用可能性

図表24 想定する組織（サービス業）の概要

図表25 事業マネジメントシステム概念図（イメージ）
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いうことです。例えば、「変化点のポイント」

に書いてありますが、発注した原材料が

天候等により仕入れることができない状

況は、外食店でよく起きます。その場合、ど

のように対処するか、誰にその権限が与え

られているかをプロセスとして明確にする

ということになります。

「変更の管理」についても、図表でま

とめました（図表29）。基本的にグランドメ

ニューは、定められているものを提供して

#5 リスクに基づく考え方
サービス業については、これまでとやり

方を変えました。組織の対応という観点か

ら、ISO 9001の2008年版と2015年版を

比較し、変化点のポイントを挙げてみまし

た。本日は「#5 リスクに基づく考え方」に

ついてのみ、検討内容を紹介します。

「組織の状況」についてまとめたのが

この図表です（図表27）。2008年版の時

は、店舗運営、メニュー開発は主にマーケ

ティングコンセプト、メインターゲットを考慮し

て設計・開発するということでした。2015

年版では、組織の状況、内部・外部の課

題、リスク及び機会への取組みにより、製

品に与える影響を考慮する取り組みが当

然入ってくることになるのですが、この組

織にとっては従来からこういうことはやっ

ていたという認識です。実際に移行審査

の場で、適切に対応しているという評価

を受けたということです。

同じように「仕入先管理」についてまと

めたのがこの図表（図表28）です。リスク

に基づく考え方がどのように取り込まれて

いるかと言いますと、2008年版では、「供

給者の管理」ということで、供給者の評

価・再評価、それからそれを記録するとい

うことが審査で確認する主な内容になり

ます。2015年版では、基本的にリスクへ

の対応を仕入先管理にも導入していると

いるのですが、日替わりでメニュー変更を

実施して、限定品を提供するということも

あったので、「変更の管理」は従来から実

施しています。ただ、2008年版ではグラン

ドメニューを中心に管理していましたが、

2015年版では、日替わりでメニュー変更

を実施していることについても、リスクに基

づく考え方で仕入原材料の対応、継続

性、内部コミュニケーション、顧客への案

内等を考慮して、変更内容をレビューし、

図表26 外食店経営の主な流れ

行政対応（営業許可） 

店舗設計（外装・内装） 

運営準備（採用・研修） 

販売戦略 

店舗運営 

経営分析 

その他（苦情対応） 

メニュー設計（仕入含む） 事業計画 

マーケティング 

店舗コンセプト策定 

店舗経営計画 

事業計画
箇条４．５．６．計画（P） 

図表27 変化点への対応／組織の状況（サービス業） #5 リスクに基づく考え方

図表28 変化点への対応／仕入先管理（サービス業） #5 リスクに基づく考え方

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 
グランドメニューは、定められているもの提供
している。 

日替わりで、メニュー変更を実施し、限定品を提
供する。 

【変化点へのポイント】 
外食店においては、差し込みメニューなど、当日の仕入状況に応じて限定メニュー
が提供されることがある。2015年版では、変更に対するリスクに基づく考え方（仕
入原材料の対応、継続性、内部コミュニケーション、顧客への案内等）を考慮する
ことが求められる。ポイントは変更内容、レビュー、変更の許可の権限者（店長）
を定め、プロセスとして明確にする。（8.3.6設計開発の変更、8.5.6変更の管理） 

図表29 変化点への対応／変更の管理（サービス業） #5 リスクに基づく考え方
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変更の許可の権限者を定めてプロセスと

して明確にしています。

4. 2015年版への対応の
ポイント

製造業、建設業、サービス業について、

変化点への対応をご紹介してきましたが、

これを「審査のポイント」と「適合性判定

のポイント」ということで整理してみました。

指摘事項が出た場合への対応として、事

業に活用できるという点で何がポイントに

なるか、どこをどうすればこの規格をうまく

活用できるのかという視点で分析してい

ます。

まず、「#1 トップマネジメント」（図表30）

についての「審査のポイント」は、トップの

説明責任、QMSの有効性、事業プロセス

への取り込み、この３つが箇条5.1.1で新

たに変化点として出てきたところです。し

たがって、「適合性判定のポイント」は、組

織のトップが審査に実際に出席しており、

審査員はトップから直接説明を受け、その

際に箇条5.1.1のc）、d)、g)は必ず確認す

ることです。

「#2 組織の状況」「#3 利害関係者」

（図表31）についての「審査のポイント」

は、規格の条項の通りです。外部・内部

の課題や利害関係者の要求事項を明

図表30 2015年版への対応のポイント ＃1 トップマネジメント

図表31 2015年版への対応のポイント ＃2 組織の状況／#3 利害関係者

図表32 2015年版への対応のポイント ＃4 QMSの境界・適用可能性
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れに対して適切な処置をしているかどうか

を判定するのが一番難しいのですが、改

善活動が全くない場合は、これは重大不

適合という可能性があります。改善活動

をやっているけれども実際に効果が出て

ない場合、これも不適合の可能性があり

ます。あるいは、やたら値を下げた不適切

な目標値である場合には、パフォーマンス

の目標値の設定が適切ではないというよ

うな不適合を出す可能性もあります。さら

に、外的要因や想定外要因でパフォーマ

ンスが落ちた場合、それはリスクへの取組

策定前に実施しているかどうか、リスクに

基づく取組みの有効性を評価しているか

どうかです。ただ、この「リスク及び機会の

取組み」に適合しているかどうかを判定す

るというのは非常に難しく、実際に審査の

場でも判定に迷う場が多いと思います。

「＃７ パフォーマンスの評価と改善」（図

表34）については、「審査のポイント」は、

監視測定状況と結果の文書化した情報、

これについては規格に文書化要求があり

ます。また、パフォーマンスが上がらない場

合、例えば、目標が達成されておらず、そ

確にしているか、それらを品質会議やマネ

ジメントレビューのインプットとしてきちっと

管理しているかということです。「適合性

判定のポイント」については、審査員は適

合性を判定する際に、トップのインタビュー

やプロセスオーナーの説明を聞き、その

証拠を収集して判定を行います。組織に

とっては、文書化要求はないのですが、

手順の規定化や様式化による最小限の

「見える化」は、特に中小企業にとっては

有効ではないかと思います。

「＃４ QMSの境界・適用可能性」（図

表32）に関しては、「審査のポイント」にな

るのは、組織が決定した境界の外まで視

点を広げて、利害関係者の視点も含め、

境界の適切性を判断しているかというこ

とです。「適合性判定のポイント」は、組織

が製造の計画として実施している工程

設計、建設の場合は施工設計になります

が、それに関して組織が特定したプロセス

における位置づけを明確にしているかを

確認することです。

「#５ リスクに基づく考え方」（図表33）

についての「審査のポイント」は、リスクは

組織ごとのプロセスによって異なり、組織

はプロセスに伴う悪影響を考慮して、その

リスクの程度によりプロセスを計画して、

管理する程度と方法を決めるというのが

大事であり、「適合性判定のポイント」もそ

こになると思います。リスクの評価は計画

図表33 2015年版への対応のポイント ＃5 リスクに基づく考え方

図表34 2015年版への対応のポイント ＃7 パフォーマンスの評価と改善
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②QMSの有効性の見える化
パフォーマンスについて目標が達成され

たかどうかについて、達成されていればい

いのですが、達成されていない場合には

適切な処置が取られているかどうかを判

定する時に、やはり手順が規定化・様式

化されているという最小限の「見える化」

ができていれば、組織はそれを内部監査

で使うこともできるし、マネジメントレビュー

を通じてパフォーマンスを自分自身で確

認することができるので、それが結局、事

業に活用できるということの実感になると

思います。

③QMSの境界・適用可能性
QMSの境界・適用可能性について

は、設計開発の定義の変更に伴って、

8.3項と8.5項の境界の取り扱いに曖昧な

ところがあるので、特に工程設計と建設

業の施工設計については、そのプロセス

を明確にすることがQMSの向上、ひいて

は事業プロセスに役立つと思います。

④リスクに基づく考え方の実践
リスクに基づく考え方の実践について

は、細部は昨年度のマネジメントシステム

研究会でいろんな業種ごとのリスクの事

例をまとめましたが、そういったものも参考

にしていただきながら、今回はサービス業

として焼肉店の事例を簡単に紹介しまし

みが足りないということで不適合になる可

能性があります。「適合性判定のポイント」

は、何らかの具体的な方法が必要ではな

いかということで、先ほどJAQGの基準を

紹介しましたが、認証機関として業種ごと

に何らかの評価指標を持つ必要がある

のではないかと考えています。

5. まとめ

2015年版への変化点への対応とし

て、事業に活用できるQMSという観点で

何が重要かということを検討してまいりま

したが、その結果を以下の４つにまとめて

申し上げたいと思います。

①変化点の対応の見える化
箇条4、5、6のつながりについて、組織

の対応の具体的な手順と検討結果を確

認する必要があるのですが、これについ

ては文書化要求がありませんので、そう

いった手順を規定化・様式化するといっ

た最小限の「見える化」が有効であると

思います。特に、中小企業にとっては「見

える化」することによって、事業そのものと

QMSとの関係が明確になるので、これは

非常に有効ではないかと思います。「見

える化」というのは、プロセスそのものが可

視化されるところが重要です。

た。要点は、計画策定の前にリスクを評

価すること、プロセスごとに優先順位を決

めること、管理の程度と厳密さは影響の

大きさに合わせリスクの評価尺度と評価

方法を決めること、結果を評価し有効性

を検証すること、の４つです。

■WG1からのメッセージ
まとめとして４つの内容を提言しました

が、中身をよく見ますと、事業に活用でき

る2015年版のQMSというのは、「組織

の、組織による、組織のためのQMS」であ

ると、WG１では深く思いました。まさに「組

織ファースト」という考え方です。「組織の

QMS」とは、事業プロセスとの乖離がな

いQMSです。「組織によるQMS」の原

点は、トップのリーダーシップと説明責任で

す。「組織のためのQMS」の要点は、パ

フォーマンスと有効性の向上です。「組織

の組織による組織のためのQMS」である

ことが、結果として組織が顧客満足の向

上を含むQMSの期待される成果を得るこ

とができるということになり、第三者認証

制度が社会から信頼を獲得しさらに発展

するということにつながると思います（図

表35）。

組織がこの2015年版QMSを事業に

大いに活用していただくことを期待して、

私どもの発表を終わらせていただきます。

ご清聴ありがとうございました。▼

図表35 WG1からのメッセージ
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に、環境パフォーマンス向上に必要な組

織の能力とは何かについて、まとめます。

全体を通じて「環境パフォーマンス」という

キーワードを頭の中に入れて聞いていた

だければと思います。

1. テーマについて

テーマ選定の経緯について説明しま

す。WG2では、「環境パフォーマンス向上

に必要な組織の能力の検証」というテー

マで議論を進めてきました。ここでは、審

査の場でどこがポイントになるかという審

査側からの視点と、審査プロセスを通じ

て組織に役立つアウトプットを提供すると

いう視点でまとめています。この図は、一

般的な事業活動のモデルを示しています

（次頁図表１）。顧客要求をインプットとし

て、メインプロセス、支援プロセス、マネジメ

ントプロセス、こうしたプロセスを通じて顧

客へ製品・サービスを実現するというもの

です。こうした事業活動の中にEMSの構

築・運用を組み入れることで、EMSの意

図した成果や、環境パフォーマンスの向上

につながることが期待できるという流れを

示しています。今回のテーマは、こうした

組織における事業活動に対して、プロセ

スアプローチを考慮した審査を通して、環

境パフォーマンス向上に必要な組織の能

WG2の主査の日本品質保証機構

（JQA）の山田です。よろしくお願い致し

ます。

ISO 14001:2015では、EMSの運用を

通じて、組織の環境パフォーマンスを向上

することが強調されています。一方で、環

境パフォーマンスへの対応が強化されたに

もかかわらず、「これまでの取り組みとは

何ら変わることがない」という声も聞かれま

す。WG2では、環境パフォーマンス向上へ

の取組みを中心として、認証プロセスを通

じて組織の能力を向上させるための考え

方についてまとめました。

本日の発表内容は、まず、環境パ

フォーマンスを軸として、組織の能力、適

用範囲、EMSに必要なプロセスについて

説明します。続いて、プロセスアプローチ

を考慮した環境パフォーマンスの検証に

ついて４つの視点から説明します。最後

Part 4 環境パフォーマンス向上に必要な
 組織の能力の検証

   講演者 ： JABマネジメントシステム研究会 WG2主査
（一般財団法人 日本品質保証機構 マネジメントシステム部門 審査事業センター 環境審査部 次長） 山田 衛 氏

JABマネジメントシステム研究会WＧ2主査
（日本品質保証機構マネジメントシステム部門
審査事業センター環境審査部次長）・山田衛氏

WG2メンバー：
（五十音順、敬称略）

小原 愼一郎 （認定機関）
清川 卓二 （組織）
黒柳 要次 （コンサルタント）
斉藤 好弘 （組織）
佐々木 千晶 （認定機関）
鈴木 信吾 （組織）
鈴木 達也 （認定機関）
寺田 和正 （コンサルタント）
牧野 睦子 （認定機関）
山田 衛  （認証機関）
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力を検証するというものです。

ここで、「組織の能力とは何か」につい

て見てみたいと思います。「能力」という

用語については、いろいろな考え方があり

ますが、ここでは３つに分類して考えます。

まずは、人材、設備、技術等、資源に関

するもの。次に、人材確保・育成、製品開

発、予算管理等、組織の事業活動に関

係するもの。そして、他社との差別化、顧

客価値、利害関係者からの要求等、価値

基準に関するもの。このような分類に基づ

いて、環境パフォーマンス向上に必要な

組織の能力について検討しました。

次に、テーマの背景について説明します

（図表２）。IAF（国際認定フォーラム）が

公開している文書に、2015年版への移

行に関するガイダンス文書があります。こ

の中の「ISO 14001:2015への移行計画

の指針」で、「ISO 14001:2015では、プ

ロセスアプローチを通じて、システムの有

効性の実証の必要性とリスクベース思考

の適用を促進」と示されています。すなわ

ち、ISO 14001ではプロセスアプローチは

要求されてはいないものの、実質的には

プロセスアプローチによる審査が必要であ

ることを示しています。

さらに、要求事項を見ると、箇条4.4で

は、必要なプロセス及びその相互作用を

明確にして、EMSを確立、実施等するこ

とを要求しています。すなわち、審査で

は環境パフォーマンス向上など、EMSの

意図した成果が出ていない場合、プロセ

スのどこに課題があるかについて検証

することが必要になります。そこで、ISO 

14001の審査では、プロセスアプローチを

考慮した審査手法の効果的な適用が、

有効性を検証する観点からは特に重要

であるということとなります。

2. 環境パフォーマンスと組
織の能力

環境パフォーマンスと組織の能力につ

いて説明します。2015年版では、環境パ

フォーマンスに関係する要求事項として

は、このようなものがあります（図表３）。

そもそも環境パフォーマンスとは何かと

いうことですが、定義には「環境側面の

マネジメントに関連するパフォーマンス」と

図表１ プロセスアプローチを考慮した審査による、組織に向けたメッセージ

図表２ テーマの背景
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示されています（図表４）。さらに、環境側

面、環境、パフォーマンス、それぞれに定

義が示されていますが、これらをまとめて

分かりやすく表現すると、環境パフォーマ

ンスとは、「①環境方針や環境目標の指

標に対して、測定された結果」であるとい

うことです。例えば、温室効果ガスの排出

量、廃棄物の排出量、こういったものが挙

げられます。さらに、環境パフォーマンスと

は、「②組織の環境側面／環境に関連

する『リスク及び機会』／順守義務への

対応」であり、これらも環境パフォーマンス

と捉えることができます。①と②で示した

各プロセスの有効性に対して、プロセスア

プローチを考慮した審査により、組織の

環境パフォーマンス向上を検証することが

できます。

環境パフォーマンスについては、ISO 

14031（環境パフォーマンス評価に関す

る指針）が発行されています。この中で

は、指標として、MPI（マネジメントパフォー

マンス指標）とOPI（操業パフォーマンス

指標）が示されています（図表５）。MPI

とは、組織の環境パフォーマンスに影響

するマネジメントの努力の度合いです。一

方、OPIは、オペレーションの結果や、設

備などの運用に関するパフォーマンス指

標を示します。この表は、それぞれの例を

示しています。

MPIの例としては、環境保護への投

図表３ 環境パフォーマンスとは？（１）

図表４ 環境パフォーマンスとは？（２）

図表５ 環境パフォーマンスと組織の能力
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マネジメントシステムの適用範囲について

説明します（図表６）。

附属書A 4.3には、「適用範囲の設定

において、ライフサイクルの視点を考慮し

て、活動、製品及びサービスに対して管理

できる又は影響を及ぼすことができる程度

を検討することとなる」ということが示され

ています。また、箇条4.3には、適用範囲を

決定するための考慮事項として、内外の

課題や順守義務、組織の単位、機能、物

理的境界、管理し影響を及ぼす組織の

権限及び能力を挙げており、これらを考慮

して、EMSの適用範囲を決定することが

要求されています。こうした要求事項に基

づいて示したものの例が、この太い実線の

内側になります。ここでは、管理できる、ま

たは影響を及ぼすことができる範囲の例

が示されています。

管理できる範囲と影響を及ぼすことが

できる範囲について、もう少し説明します

（図表７）。従来のEMSの適用範囲は、

サイト内の管理できる範囲を主とする傾向

がありました。一方、2015年版では、サイト

内の管理できる範囲のみならず、ライフサ

イクルの視点、バリューチェーン、アウトソー

ス先、外部委託先、スコープ３などをEMS

の適用範囲に考慮することで、さらなる環

境パフォーマンス向上につながる可能性

があります。

この図は、組織の環境戦略と適用範

3. 環境パフォーマンスと
EMSの適用範囲

附属書SLでは、「適用範囲」という用

語は、次の3つに対して用いられることが

示されています。１つめは、箇条1に示され

る、ISOマネジメントシステムの適用範囲。

２つめは、箇条4.3で示される、組織のマ

ネジメントシステムの適用範囲。そして、３

つめが、組織の認証の範囲です。ここで

は、２つめの箇条4.3で示される、組織の

資、低排出技術への支出予算の比率

などがあります。こうしたものに関連する

組織の能力としては、トップのリーダーシッ

プ、経営資源の配分の能力などがありま

す。一方、OPIの例としては、使用される

原材料、またはエネルギーの量、温室効

果ガスの排出量などがあり、こうしたもの

に関連する組織の能力としては、リスク及

び機会への対応能力、環境目標に対す

るプロセス管理能力などを挙げることがで

きます。

図表６ EMSの適用範囲とは？

図表７ 管理できる範囲と、影響を及ぼすことができる範囲
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が考慮されているかといったことも、審査

側のポイントとして挙げます。

4. EMSに必要なプロセス

EMSに必要なプロセスについて説明し

ます。2015年版では「手順」という用語が

なくなり、プロセスが要求されています。プ

ロセスアプローチについては説明したとお

り、ISO 14001要求事項としては明示さ

れていませんが、業務の流れや業務プロ

セスに沿って審査すること、すなわちプロ

セスアプローチを考慮した審査が重要と

なります。環境パフォーマンスが向上しな

いといったシステムに課題がある場合は、

組織のどのプロセス、どの管理要素に問

題があるかを検証するための手法として、

プロセスアプローチを考慮した審査が有

効になります。

箇条4.4には、「必要なプロセス及びそ

れらの相互作用を含む、環境マネジメント

システムを確立し、実施し、維持し、かつ、

継続的に改善しなければならない」という

ことが要求されています。ここで、EMSに

必要なプロセスとは、要求事項として確立

が必要なプロセス、例えば、箇条6.1、7.4、

8.1、8.2、9.1.2を示します。さらに、EMSの

運用に組織が必要と判断したプロセスも

該当します。例えば、設備管理プロセス、

は社内で実施してきた省エネ・省資源に

対する技術開発、プロセス改革によるコ

スト削減を、今後は社内のオペレーション

にとどまらず、顧客や利害関係者、さらに

社会全体に対する活動に広げたいとい

う認識がありました。具体的には、サプラ

イヤーの生産プロセスに踏み込み、工程

改善に対する検証や低減を実施するこ

とで、サプライヤーを巻き込んで廃棄物や

CO2削減に寄与する取り組みを展開す

る。こうしたサプライヤーの取り込みは、発

注側の調達リスクを低減することにつな

がることから、EMSを通じてWin-Winの

関係が効果的に構築されているという例

といえます。

適用範囲について、審査側から見たポ

イントは、組織の目的、意図した成果に基

づく環境パフォーマンスの到達点をどのよ

うに設定しているか、環境パフォーマンス

を向上させるための内外の課題が明確

であるか、組織の能力で足りないものが

検討されているかということが挙げられま

す。さらに利害関係者からの要求・期待

に関する情報をどのように吸い上げて適

用範囲に反映しているか、事業拡大、製

品、活動、サービスなどの変化が発生した

場合に、適用範囲にどのように反映して

いくかということも重要です。適用範囲に

ついては、第三者から見て誤解のない合

理的な適用範囲かどうか、社会的責任等

囲の考え方の例について示しています

（図表８）。縦軸は時系列に現在から

将来を表し、横軸は組織の内部から外

部を表しています。2015年版は、EMS

を組織の戦略レベルに引き上げて対応

するという意図があります。従来は、汚染

の予防という観点で、組織の周辺で発

生していることに焦点をあてており、この

図で言うと左下が従来のメインの取り扱

い領域でした。一方、「持続可能性」とい

う、将来に目を向けると、気候変動、資源

枯渇、生物多様性などに対して、EMSに

どのように取り込んで組織の課題として

対応するかといった検討が重要になりま

す。さらに、2015年版では「リスク及び機

会」が導入されました。不確実な経営環

境の中で、リスク及び機会を特定して、将

来の変化に対応し、持続可能性という

観点をどのように経営的に位置づけるか

ということが重要です。適用範囲という

観点からは、環境に対する戦略を、現在

から将来、組織の内部から外部の中でど

こまで捉えるかによって、EMSの意図し

た結果や組織の環境パフォーマンスに影

響を及ぼすということも考慮する必要が

あります。

ある企業のトップインタビューで、実際に

伺ったEMS適用範囲の広がりの例をご

紹介します。この企業の社長に、今後の

EMSの展開について伺ったところ、従来

図表８ 組織の環境戦略と適用範囲
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理要素としてインプット、アウトプット、4Mの

視点による管理（要員の力量、設備・ツー

ル、監視測定・評価方法、手順）が妥当な

ものか、などが挙げられます。

プロセスアプローチを考慮した審査と

は、業務の流れ、業務プロセスに沿って

審査を進めるということを示しますが、事

業プロセスの中でEMSに必要なプロセス

にはどのようなものがあるかをまず確認し、

事業プロセスとの関連性やプロセスの管

理状態を確認するということが、審査側に

は必要となります。

特にEMSに必要なプロセスは、マネジ

メントプロセスやサポートプロセスの一部と

して存在する場合や、メインプロセスの中

のサブプロセスとして位置づけたり、他の

マネジメントシステムを通じて実施する場

合など、組織の活動や形態により、さまざ

まなケースがあります。ポイントは、事業プロ

セスとの統合の観点から、EMSに必要な

プロセスは組織の事業プロセスの中に組

み込まれている必要があること、プロセス

は活動実態、現場そのものであるため、今

まで以上に本業の中での審査が重要に

なってきます。

先ほど事業プロセスの図表（図表１）を

お見せしましたが、その図表に2015年版

の要求事項を当てはめたのが、この図で

す（図表９）。これを見ると、2015年版の

要求事項を示した吹き出しがありますが、

らには、いわゆる4M（人〈Man〉、機械

〈Machine〉、材料〈Material〉、方法

〈Method〉）の視点によるプロセス管理

の考え方が反映されています。附属書と

いうことで要求事項ではありませんが、プ

ロセスを管理する観点として重要な考え

方が示されています。

プロセスへの要件としては、各プロセス

は適切に要求事項を満たして作られて

いるか、そのプロセスとしての活動は実際

に実施されているか、計画した活動を達

成した程度を評価しているか（プロセスの

有効性を評価しているか）、プロセスの管

教育関連プロセスなどが挙げられます。

箇条4.4に対する検証の視点につい

ては、EMSを構成する組織のプロセスは

どのようなものがあるか、それらの相互作

用・関連性のプロセスを抑えるべき必要な

管理要素は妥当なものか、内容などの骨

格は有効か、さらにこうした要素を実装す

るために文書化された情報などで明示さ

れているか、こういったことがポイントとなり

ます。

プロセスの要件については、附属書

「A.8.1 運用の計画及び管理」のa)

からf）に内容が示されています。これ

図表９ 組織の事業プロセスの例と要求事項との関連

図表10 事業プロセス、EMSに必要なプロセスの関連イメージ
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び機会への取組み」であり、4つめの視点

として「環境目標」を挙げます。ここで、環

境パフォーマンスを検証するための視点を

４つ挙げましたが、あくまでもISO 14001

の要求事項の箇条4から6の一部分に

フォーカスした内容であり、PDCAで言う

とプランの部分に絞り込んだ内容ですの

で、これ以外に審査の視点がないという

わけではありません。

「環境パフォーマンスが向上しない場

合は不適合か？」という質問をよく受けます

（図表12）。先ほどポイントとしてあげた４つ

の視点ごとに、「このような場合は不適合

となる可能性があります」「こういう場合は

さらに検証が必要です」というかたちで例

EMSを導入して、意図した成果を明確に

し、リスク及び機会を決定して、環境目標

を展開することを示す、大まかな概略図

です（図表11）。ここで、環境パフォーマン

スを検証する観点から、ポイントとなる４つ

の視点を示しています。まずは組織の目

的を達成するために組織が解決しなくて

はならない課題の明確化についてどのよ

うに対応しているかという観点から、１つ

めの視点は「内外の課題、利害関係者

のニーズ・期待」を挙げます。次に、経営

的な観点から、組織として課題にどのよう

に対応しているかということを検証する観

点から、「リーダーシップ」を２つめの視点と

します。3つめの視点としては、「リスク及

事業プロセスに沿った形で要求事項が

展開されていることが示されています。審

査では、事業プロセスの流れを追いなが

ら要求事項とのつながりを見る、というこ

とが重要となります。

同じ図に、今度はEMSに必要なプロセ

スを、点の罫線で囲んだボックスで示した

のがこの図です（図表10）。EMSに必要

なプロセスという点では、組織の活動や

形態によってさまざまなケースが存在する

ということが示されています。メインプロセ

スの中のサブプロセスであったり、他のマ

ネジメントプロセスの中で存在したり、いろ

いろなケースが存在します。例えば、EMS

に必要なプロセスは、本業（メインプロセ

ス）及びその中に組み込まれるサブプロ

セス（機能や仕組み）であると考えると、

EMSのプロセスという考え方が理解でき

るのではないでしょうか。

5. プロセスアプローチを考
慮した環境パフォーマンス
の検証

ではこれから、プロセスアプローチを考

慮した環境パフォーマンスの検証は、どの

ような点がポイントになってくるかについて

見ていきます。

これは、組織が事業を運営する際に、

図表11 環境パフォーマンスに関連する４つの視点

図表12 環境パフォーマンスが向上していない場合は不適合か？
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です。2つめは、既存の仕組みを利用して

いるケースです。従来はCSR委員会の中

で承認を得ていた環境目標の他に、内外

の課題や利害関係者のニーズ・期待、こ

ういったものを加えて、環境目標との関連

性を明確化した事例です。先ほどお見せ

した「環境パフォーマンスが向上していな

い場合は不適合か？」という図（図表12）

で、「4.1、4.2の課題を特定するプロセス

が存在せず、安定したアウトプットを得るこ

とができない場合は不適合と判断する可

能性がある」ということが示されています。

4.1、4.2の課題を特定するプロセスは、組

織の状況が変化しても継続的に維持、実

施できることが必要です。課題を特定する

プロセスが存在せず、安定したアウトプット

が得ることができない場合は、不適合と判

断する可能性があるということです。

この図は、ISO 14063:2006（環境コ

ミュニケーション 指針及びその事例）から

の抜粋です（図表14）。ここで留意してい

ただきたい点は、コミュニケーションという

のは情報の伝達のみならず、プロセスとい

う観点からはPDCAを意識した運用が必

要であることです。この図は、方針が戦略

に落とし込まれ、PDCAを回すことによっ

て、利害関係者のニーズに沿った形でコ

ミュニケーションを展開するという１つの事

例を示しています。

視点①のまとめです（図表15）。審査

た。すなわち、組織と環境の双方向の影

響を考慮して課題を特定することが必要

になってきます。

次に、利害関係者と環境パフォーマン

スについてです。組織に関係する利害関

係者がどのような要求や期待を持ってい

るかということを、コミュニケーションを取っ

て理解することが重要になります。JIS Q 

14031（環境パフォーマンス評価の指針）：

附属書A.2には、「環境パフォーマンス評

価の計画には、組織が関連する利害関

係者からの情報の特定、及び入手の手

段の確立を含めることが望ましい」と示し

てあります。組織が環境パフォーマンスを

高めるための取組みや到達点を設定す

る上で、関連する利害関係者がどのよう

な要求や期待があるかについて、コミュニ

ケーションを効果的に図り、情報を吸い上

げることが必要です。また、温室効果ガス

の削減等が株価へ反映されるケースもあ

ることから、環境パフォーマンスの向上は

組織の社会的責任に深く関与するという

ことも考慮する必要があります。

ここで、内外の課題、利害関係者の特

定プロセスの事例を紹介します。１つめ

は、組織の事業計画の中で課題の特定

が検討されているケースです。これは、事

業計画を立案するプロセスの中で内外の

課題や利害関係者の期待・ニーズを検

討し、リスク及び機会へ展開している事例

を示しながら、これから説明していきます。

視点① 内外の課題、利害関係者の

ニーズ・期待

視点の1番目「内外の課題、利害関係

者のニーズ・期待」について説明します。

箇条4.1では、内外の課題を決定すること

が要求されています。環境パフォーマンス

の向上という観点からは、組織が環境に

与える影響や環境が組織に与える影響、

この相互関係を深く認識して活動に展

開することが重要になります。また、組織と

環境との関わり、いわゆる環境側面とい

う原点に戻って、組織の活動、製品・サー

ビスの環境側面において、環境との関わ

りをこれまで以上に具現化することが、環

境パフォーマンスを向上させるためのポイン

トとなります。

箇条の4.1では、組織が内外の課題を

決定するわけですが、そこに組織から影

響を受ける、または組織に影響を与える

可能性がある環境状態を含めなくては

ならないことが要求されています（図表

13）。従来は、組織が影響を与える環境

影響、例えば汚染や公害が対象になりま

した。2015年版では、気候変動による豪

雨や洪水のような、組織に影響を与える

環境状態についても、内外の課題として

考慮する必要があることが明示されまし

図表13 環境状態と内外の課題の例
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ては、従来は「トップインタビュー」という形

を取っていましたが、やはりトップマネジメ

ントの活動をインタビューでは終わらずに、

プロセスとして捉えるということが重要にな

ります。特に、経営者のEMSに対する直

接的な関与について、事業プロセスの中

で実施される活動記録やエビデンスなど

を検証することが審査側では特に重要に

なります。マネジメントレビューについては、

経営者に直接内容を確認したり、戦略決

て、それらを踏まえてEMSにどのように展

開されているかについて、審査全体を通

じてプロセスアプローチを考慮した審査を

展開することが重要な視点になります。

環境パフォーマンスのあるべき姿は、組織

によって異なりますので、組織が目指す

基準を明確にした上で、組織が解決しな

くてはならない課題は何か、そこへ踏み

込むということもポイントです。

トップマネジメントとプロセス審査につい

の視点として、「特定した結果」「特定し

た結果に至るプロセス」「他のEMS要求

事項とのつながり」「レビューする仕組み」

の４つを挙げています。それぞれの視点

に対して、「不適合と判断する場合」と「さ

らなる検証が必要」（グレーゾーンで、もし

かしたら不適合になるかもしれない場合）

を示しています。ここでは箇条4.1、4.2が、

EMS全体のPDCAを回す前提条件とな

る上で重要なインプットとなるということで、

他の要求事項にどのようなかたちで関与

しているかということが重要な視点になり

ます。環境パフォーマンス向上に必要な

組織の能力としては、内外の課題を特定

する能力、利害関係者のニーズ・期待を

取り込む能力、コミュニケーション能力、変

化への対応力、新たな環境問題への対

応力が挙げられます。

視点② リーダーシップ

2番目の視点「リーダーシップ」です。リー

ダーシップの審査では、経営者の観点か

らEMSの成果として何を求めるのか、環

境パフォーマンスのあるべき姿と現状のレ

ベル、内外の課題、リスク及び機会、達成

のための戦略など、経営者がどういう考え

を持っているのかを確認します。また、環

境パフォーマンス向上のための課題（リス

ク及び機会）は何かということを引き出し

図表14 利害関係者とのコミュニケーションプロセス

図表15 視点① まとめ
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定プロセス等とのつながりを検証したりす

ることもポイントです。

ここで、事例として、トップ主導による環

境パフォーマンス向上に対する取組みが

不十分なケースを紹介します。ある企業で

トップマネジメントに対する審査を実施し

たところ、「省エネに対する見える化が進

んでいない」ということを課題として認識

していることが分かりました。その後、管理

責任者、事務局、部門と審査を進めてい

くと、その課題に対する取り組みが具体

的な活動に展開されていないことが観察

されました。マネジメントレビューや経営会

議等の議事録等を見ても、活動として具

現化されておらず、EMSの関連も確認で

きませんでした。このようなことが審査で観

察された場合は、課題が環境パフォーマ

ンス向上の具体的活動に結びついてい

ないということから、リスク及び機会の決定

（6.1.1）、取組みの計画策定（6.1.4）、そ

の取組みの有効性の評価（6.1.4）に関連

して、不適合となる可能性があります。

視点②のまとめです（図表16）。審査

の視点として、「トップマネジメントに対する

審査」「トップマネジメント・プロセス（戦略決

定プロセス）」「マネジメントレビュー」の３つ

を挙げています。不適合としては、トップマ

ネジメント主導による環境パフォーマンス向

上による取組みが不十分である場合は不

適合に該当する可能性があるということで

す。環境パフォーマンス向上に必要な組

織の能力については、環境パフォーマンス

向上に向けたトップのリーダーシップやコミッ

トメント、戦略策定、他社との差別化を推

進する能力、必要な資源をマネジメントす

る能力が挙げられます。

視点③ リスク及び機会への取組み

視点の３番目「リスク及び機会への取

組み」について説明します。リスク及び機

会の定義を見ると「潜在的で有害な影響

（脅威）及び潜在的で有益な影響（機

会）」と示されています。分かりやすく説明

すると、組織が意図したEMSの成果の１

つである環境パフォーマンスの向上を効

果的に達成するために、将来起こりうる

事態を事前に想定して、好ましくない事態

に対してはあらかじめ手を打ち、好ましい

影響が予想されるものに対しては優先的

に取り組むということです。「企業経営と

いうのは荒波に漕ぎだした小舟のようなも

の」という表現がありますが、不確かなビ

ジネス環境の中で環境パフォーマンス向

上に対する柔軟性、適用性、変化への対

応力、こういったものを高めるための戦略

が、リスク及び機会への取組みであると考

えると、理解がしやすいのではないでしょ

うか。ポイントは、ある変化や事象にはリス

クと機会の両方の側面を持つ可能性が

あるということです。例えば、温室効果ガ

スの排出に対する規制が強化される一

方で、省エネ機器の開発、製品拡販とい

うビジネスが広がります。こういう裏返しの

関係があるということ、すなわち、リスクを

機会に変える発想が重要であり、それが

EMSの活動の広がりにつながる可能性

があるということです。

この図は、例えば「計画策定プロセス」

というものが存在した場合、タートル図に

当てはめた場合を示しています（図表

17）。この場合、プロセスオーナーはトップ

マネジメントで、インプットは、規格要求事

項である「組織の内外の状況」や「利害

関係者の期待・ニーズ」、現状の経営計

画や実績などが挙げられます。このような

インプットを、4Mの視点で管理することに

よって、経営計画、事業目標等がアウト

プットとして出てきます。さらに、「リスク及

び機会」という形でもアウトプットとして出

る可能性があります。

「リスク及び機会をどういった形で特定

するのですか？」という質問もよくあります。

ここで、事例を３つ紹介しますが、いずれも

事業プロセスとの統合の観点から、本業

の事業計画に組み込んだ事例です（図

表18）。１つめの事例は、部門の事業計

画を策定する際にリスク及び機会を決定

しているものです。２つめの事例は、事業

計画のリスク及び機会、著しい環境側面

図表16 視点② まとめ
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を反映して、環境目標は事業計画の一

部としているというものです。3つめの事例

は、事業計画の中にリスク及び機会、特に

機会の部分を環境目標に反映して活動

に展開しているというものです。

このスライドは、リスク及び機会に対する

優先順位をどうやってつけるかという一

例を示しています（図表19）。横軸は事業

に対する重要度、縦軸は利害関係者に

対する重要度を示し、事業や利害関係

者に対する重要度が高くなるほど優先的

に取り組む必要があるリスク及び機会が

あることを示しています。この図の右上の

点線で囲まれている部分は、優先的に組

織として対応が必要であるということを示

しています。

この絵は、ある化学薬品製造会社にお

けるリスク及び機会に対する取組みの例

を示しています（次頁図表20）。この会社

のアウトプットとして廃液が排出されるとい

う場合、廃液の含有情報が業者に適切

に伝達されないと、廃液の処理過程で意

図しない有害物質が生成され、それが河

川へ放流されて、近隣住民の健康被害

やクレームの発生にいたる可能性がありま

す。これに対するリスク及び機会への取

組みとしては、新技術の開発、代替物質

の検討、廃棄物管理システムの構築、要

員の力量確保などがあります。外部コミュ

ニケーションの観点では、業者へ適切に

図表17 リスク及び機会を決定するプロセスの例

図表18 リスク及び機会の特定プロセスの事例

図表19 リスク及び機会に対する優先順位の考え方の例
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考え方が反映されています。箇条8.1で

も、環境目標に対する取組みを実施する

ために必要なプロセスに対する要求事項

が示してあります。

環境目標に対するプロセス管理として

は、意図した成果が得られていない場合、

どこかのプロセスに問題がある可能性か

ら、プロセスのPDCAや4Mの視点による

プロセス管理を審査の場で検証すること

になります。環境目標にはプロセス管理

が必要ですから、目標達成のプロセスに

は有効性が求められるということです。

PDCAを回し、プロセス自体を有効なやり

方に改善することが重要になってきます。

環境目標に関するプロセス管理が示さ

れている要求事項としては、箇条6.2.1、

6.2.2、8.1があります。環境目標が達成さ

れていない場合は、手段が有効でないな

ど、プロセス管理に不具合がある可能性

があるため、箇条6.2.2のa）からe）のいず

れかに対する不適合の可能性を検証す

る必要があります。

この図は、廃棄物削減に着目したプロ

セスの相互作用の例です（図表22）。ここ

では、メインプロセス、マネジメントプロセス、

サポートプロセスに加え、さらにEMSで必

要なプロセスを点罫線で囲ったボックスで

表しています。それぞれのインプット・アウト

プットの中で、廃棄物の削減に関連する

もののつながりを示しています。プロセス

に管理されていない場合は、不適合と判

断する可能性があります。必要な組織の

能力については、リスク及び機会の特定、

管理能力、プロセス管理能力などが挙げ

られます。

視点④ 環境目標

最後は「環境目標」です。環境目標に

対するプロセス管理という観点では、箇

条6.2.2にa)からe)まで示されています。こ

れらは、4Mの視点によるプロセス管理の

廃液に関する情報を伝達することが該当

します。さらに運用管理の観点では、業者

が適切に運搬処理しているかを確認する

ことが必要です。ここでもライフサイクルの

視点が重要になってきます。審査におい

ては、リスク及び機会の特定プロセスに不

備があって、取り組む必要のある項目が

欠落している場合や、取り組みが不十分

である場合は、当該プロセスにさかのぼっ

て不適合と判断する可能性があります。

視点③のまとめです（図表21）。プロセ

スという観点からリスク及び機会が適切

図表20 リスク及び機会に対する取組みの例

図表21 視点③ まとめ
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の相互作用という観点から、こうしたプロ

セス管理のつながりの中で、インプット・アウ

トプットを明確にして、この中で何を改善

すれば廃棄物削減につながるかという視

点が重要になることを示しています。

視点④のまとめです（図表23）。審査

の視点は、「環境目標の計画策定」「実

施及びプロセス管理」「評価」の３つで

す。不適合と判断する可能性があるケー

スとしては、4Mの視点でプロセスが管理

されていない、プロセス管理に不備がある

場合、などです。4Mの視点の一部が欠

落している場合なども、不適合につながる

可能性があります。環境パフォーマンス向

上に必要な組織の能力としては、プロセ

ス管理能力、要員の力量を付与する能

力、製品開発、サービス開発能力、コンプ

ライアンス対応能力、アウトソース先やサプ

ライチェーンに関する管理能力、こういっ

たものが挙げられます。

図表22 廃棄物削減に着目したプロセスの相互作用（食品会社の例）

図表23 視点④ まとめ
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トメント、資源の配分などの管理能力が挙

げられます。事業活動に関しては、組織

の方向性を決める戦略決定能力、プロセ

ス管理能力、環境配慮製品・サービスの

開発能力、アウトソース先やサプライチェー

ンに対する管理能力、こういったプロセス

管理能力が重要になってきます。価値基

準に関しては、環境パフォーマンス向上に

よる、変化への対応力、他社との差別化

や新たな環境問題への対応力、こういっ

5. まとめ ～環境パフォーマ
ンス向上に必要な組織の能
力とは？

全体のまとめです（図表24）。WG2で

は、プロセスアプローチを考慮した審査に

よって、環境パフォーマンス向上に必要な

組織の能力について検討しました。組織

の能力として必要なものは、資源に関す

るものとして、トップのリーダーシップ、コミッ

たところで新たな価値を作り出し、組織の

事業の発展に寄与することが可能になる

と考えます。ここでは、新たな価値を創造

する能力が特に重要になるということを

強調しておきます。

最後に、組織に対するメッセージとし

て、環境パフォーマンスを高めるためのヒン

トについてまとめました（図表25）。まず、

適用範囲の設定についてですが、組織

が定める適用範囲は環境パフォーマン

スに影響を与えます。その設定の仕方に

よっては、さらに大きな環境パフォーマン

ス向上につながる可能性があるというこ

とです。次に、環境パフォーマンス向上の

ための活動には、組織の強みや課題と

なっていることに焦点を当て、利害関係

者のニーズ・期待を取り入れて活動に展

開すること、2015年版のポイントであるリス

ク及び機会やプロセスを有効に活用する

ことが環境パフォーマンス向上につながる

可能性があります。こうした取組みを成功

させるためには、何よりもトップのリーダー

シップやコミットメントが大きな影響を与え

ます。規格改訂を機に、2015年版を有効

に活用することが、意図した成果を達成

する能力と、組織の社会価値を向上する

絶好の機会となります。

以上で発表を終わります。ご清聴あり

がとうございました。▼

図表24 環境パフォーマンス向上のために必要と考えられる組織の能力

図表25 組織へのメッセージ
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応する審査員の力量を保証するため、又

は審査員個人が自身の継続した能力開

発のために参考となる、改訂版規格に関

わる力量向上に有効な取組み方法をお

伝えしたいと考えています。

今日は大きく３つの観点でお話をさせ

ていただきます。まずは、現状の2015年

版審査での課題は何か、その中から求め

られる力量というのを考えたいと思いま

す。次に、改訂版規格を効果的に審査す

るために必要な審査員の力量は何かと

いうこと。最後に、ではそういった明確な

力量をどう効果的に習得・評価していくの

かについてお話したいと思います。

表題には「2015年版に基づくマネジメ

ントシステム」としか書いていませんが、品

質と環境の両方で説明すると少し内容も

混乱すると考えまして、今回はISO 9001

をベースに発表させていただきます。

1. 現状の2015年版審査
での課題

■ISO 9001:2015の主な変更点
まず、ISO 9001の2015年版規格の

主な変更点を３つに分けてお話します。ま

ず第一に、今回のISO 9001：2015は、附

属書SLというマネジメントシステム共通の

雛型に従って改訂されたことです。ISO 

WG3の主査を務めておりますテクノ

ファの須田です。どうぞよろしくお願いいた

します。

WG3は、「2015年版に基づくマネジメ

ントシステムを審査するための力量」とい

うテーマで研究を続けてまいりました。メ

ンバーには、私ども研修機関をはじめ、認

証機関、認定機関、QMS専門家、組織

の方々が加わり、認証スキームの利害関

係者が全部参加して検討をしました。そう

いった意味で､大変いい議論ができたと

思っております。

最初に、このテーマを選定した背景を

ご説明します。ISO 9001、14001の2015

年版は、中には「あまり変わっていない」

と言う方もいますが、いろいろなところが

追加、あるいは強化されており、私どもと

しては大幅な改訂であると認識していま

す。ですから、移行審査においては、改

訂箇所についてしっかりと適切な審査が

されなければなりません。そこで、2015年

版の非常に特徴的なところである箇条4

「組織の状況」と箇条6「リスク及び機会

への取組み」、この２つにポイントを絞って

事例などを検討し、どういった力量が必要

になるのかを考えてみました。「力量」を

キーワードに、2015年版規格を効果的に

審査できる審査員の力量について研究

することにしたのです。今回の研究成果

を通じて、認証機関が改訂版規格に対

Part 5 2015年版に基づくマネジメントシステムを
 審査するための力量

   講演者 ： JABマネジメントシステム研究会 WG3主査（株式会社 テクノファ 取締役 研修事業部長） 須田 晋介 氏

JABマネジメントシステム研究会WＧ3主査
（テクノファ取締役研修事業部長）・須田晋介氏

WG2メンバー：
（五十音順、敬称略）

須田 晋介 （研修機関）
勝俣 宏行 （認証機関）
小林 恵実 （認定機関）
住本 守 （QMS専門家）
田辺 邦浩 （認定機関）
中川 梓 （認定機関）
舟木 敦 （組織）
森下 裕一 （組織）

目次

1.  現状の2015年版審査での課題

2. 改訂版規格を効果的に審査す

 るために必要な審査員の力量とは

3. 力量の効果的な習得及び評価

 の方法とは

   特集 第５回 JABマネジメントシステムシンポジウム全講演録
 JAB マネジメントシステム研究会 WG3 の報告
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9001は、ほとんど内容を変えることなく、

附属書SLを取り込んでいます。第二に、

規格の基礎となるマネジメントシステムモ

デルとして、「プロセスアプローチ」及び

「PDCAサイクル」に加えて、「リスクに基

づく考え方」が新たに示されたことです。

ただ、リスクだけをしっかり検討すればよ

いというものではなく、プロセスアプローチ

をベースにPDCAサイクルとの関連性も

しっかり理解する必要があると思います。

第三に、適合した製品及びサービスを提

供する組織の能力についての信頼感を

向上させることを狙いとして、10個の項目

（a) 組織の状況に応じた品質マネジメン

トシステム、b)事業プロセスへの統合、c)

品質に関連するパフォーマンスの評価に

ついての要求の明確化、d)プロセスアプ

ローチの採用の促進、e)リスク及び機会

への取組み、ｆ）一層の顧客重視、g)組

織の知識の明確化、h)ヒューマンエラー

への取組み、i)文書類及び責任・権限に

対する一層の柔軟性、j)サービス分野へ

の配慮〈出典：JIS Q 9001:2015 解説

の3の“主な改正点”〉）の強化が図られ

ています。

文字で示してもなかなか大幅な改訂

であるイメージが掴めにくいと思いますの

で、規格の項番と組織の活動をメインに

図示してみました（図表１）。顧客からの

要求を受けて、それを製品・サービスで実

現して、顧客に届けるというメインプロセス

に、それを挟む形で管理と支援の活動

があります。その活動に規格の項番を当

てはめてみました。この中で、「組織の状

況」（図表１の一番上）という大きな観点

からしっかりとQMSを構築し、それをきち

んと事業プロセスへとつなげていきます。

箇条4.4で、プロセスアプローチの要求事

項が強化されています。顧客の要求を聞

いて、それを実現して、意図した結果を

顧客に届けるというプロセスの管理が、今

まで以上にしっかりと要求されています。

そのときに、「リスク及び機会」を考えて計

画します。人的要因の要求事項が強化

され、「組織の知識」という新しい資源に

対する要求事項が明確になっています。

「人々の認識」も強化されています。コ

ミュニケーションは外部も含まれます。文

書化については、いろいろ削減されたとい

う声が大きいですが、実質組織が必要な

文書を管理しなさいということです。そうす

ると、当然規格が求めている文書・記録

以上のものを組織は管理しているわけで

すから、そこをあらためて認識していただく

という要求事項になっています。変更管

理やヒューマンエラーに対する要求事項

が追加され、外部委託（アウトソース）の管

理が強化されています。パフォーマンスを

しっかり見て、それでPDCA回していきま

す。是正処置のところでは、水平展開が

必須の要求事項になっています。

この図（図表１）を見ても、あらゆるとこ

ろに改訂が影響していることが分かります

から、やはり大幅な改訂と言えると思いま

す。審査員は、しっかりと必要な力量を身

に付け、改訂版への移行審査に当たらな

ければなりません。今回は限られた時間

の中で、箇条4、６に着目し、どういった要

求事項が追加・強化され、それに基づい

た必要な力量は何かを発表したいと思い

ます。

■箇条４で期待される審査とは
箇条4については、4.1と4.2の要求事

項が、新規に強化されたと思います。4.1

は、「組織は、組織の目的及び戦略的な

方向性に関連し、かつ、その品質マネジメ

ントシステムの意図した成果を達成する

組織の能力に影響を与える、外部・内部

の課題を明確にしなければならない」と

しています。4.2で言う利害関係者は、す

べての利害関係者ではありません。あくま

で、QMSに密接に関連する利害関係者

です。自分たちの製品・サービスにお客様

図表１ ISO 9001の2015年版規格の主な変更点
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規定する課題及び4.2に規定する要求

事項を考慮し、次の事項のために取り組

む必要があるリスク及び機会を決定しな

ければならない」とし、a）～d）が示されて

います。6.1.2では、特定したリスク及び機

会に対する取組みをしっかり計画して、品

質マネジメントシステムのプロセスにしっか

り組み込んで対応するとともに、有効性

の評価も実施しなければなりません。

箇条６の審査の視点について整理し

たのがこの表です（図表３）。たぶん、組

織では最初のQMSを計画する時に、

4.1、4.2を考慮してリスク及び機会を特定

すると思います。ですから、その組織のど

ういう場面が、QMSの計画を策定する時

であればそれほど難しくはないと思います

が、B to C、つまり一般消費者向けの製

品などを提供している会社の利害関係者

のニーズを理解できることです。

箇条4（組織の状況）から箇条6（計画）

において、箇条４のアウトプットに対応する

活動（箇条６への落とし込み）をイメージし

て審査すること、また、QMSの能力に影

響する課題が、その組織のQMSのどのレ

ベルのPDCA及びプロセス（のインプット）

に影響を与えるかを想像できることです。

■箇条６で期待される審査とは
箇条6.1.1で、「品質マネジメントシステ

ムの計画を策定するとき、組織は、4.1に

が満足してもらえるためには、あるいは、世

の中で認められる製品・サービスをお届け

するためには、どういった利害関係者の

声をちゃんと聞いておかなければいけな

いかという視点で、密接な利害関係者を

しっかり特定します。

では、こういった要求事項が追加され

ることによって、どんな「審査の視点」が

今まで以上に必要になるのかということを

整理したのがこの表です（図表２）。この

表は、4.1、4.2のすべての要求事項に対

応しているわけではなく、特に大事と思わ

れるところをまとめたものです。「審査の視

点」の右隣には、その項番が「新規」なの

か「強化」なのかも示しています。多くは

やはり「強化」です。

4.1、4.2では、最低限の業界情報を得

て臨むのが基本です。当然組織の目的、

戦略的な方向性とそれに関連したQMS

の課題は掴んでおく必要があります。ま

た、検討する上でのインプットは何かを確

認することです。その組織は、どういった

情報に基づいて課題を検討しているの

かを、審査でしっかりみていくべきです。

組織の課題は多様ですから、課題となる

事柄の種類とその幅を理解し、その中で

QMSの能力に影響する課題は何かを、

審査毎に想像できるかどうかです。

4.2では、利害関係者の要求事項を確

認しなければなりません。これは、B to B

図表２ 箇条４での審査の視点

図表３ 箇条６での審査の視点
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は今まで以上に「繋がり」を見る力量が

求められると思います。

2. 改訂版規格を効果的に
審査するために必要な審査
員の力量とは

改訂版規格を効果的に審査するた

めに必要な審査員の力量について、も

う少し深く考察しました。まず「力量」の

定義です。ISO 9000:2015の3.10.4で

は、「意図した結果を達成するために、

知識及び技能を適用する能力」として

います。組織の皆様はあまりご存じない

かもしれませんが、認証機関の審査員で

あれば、ISO/IEC 17021-1：2015（認

証機関に対する要求事項）、ISO/IEC 

17021-3：2017（QMS審査及び認証に

関する力量要求事項）の力量要求を満

たさなければなりません。ただ、ISO/IEC 

17021-3：2017は現時点でまだ発行され

ていませんが、規格作成はすでに終わっ

ています。

■ ISO/IEC 17021-1の力量要求事項

ISO/IEC 17021-1に書かれている力

量要求は、「知識」と「技能」に分かれて

います（図表４）。改訂版の箇条４、６の

審査では、「知識」の中の「A.2.5 依頼者

と思います。「リスク」の考え方の例を１つ

挙げておきます。レストランＡでは、ホールス

タッフは基本５名必要です。ただし、当日

誰かが急に休むことを想定し、３名でも対

応できるホールサービス手順を確立してい

ます。しかし、２名となった場合までは想定

していないとします。するとこの例では、３

名までが想定内であるので、そのための

対応はリスク対応ではありません。この例

では、２名になった場合の対応を検討す

ることが「リスク」対応となります。

■「繋がり」を見る力量が求められる
ここで、改訂規格の特徴から期待され

る力量について考えみます。改訂規格の

特徴は、組織の状況からの展開であり、

それが事業プロセスと要求事項を統合さ

せることになります。プロセスアプローチ自

体、顧客満足向上のPDCAも強化されて

います。

こういった改訂規格の特徴、箇条４か

ら箇条６へのつなぎ、組織の課題から

QMSの課題へのつなぎを見ると、審査員

なのかを捉えないと、適切な審査ができな

いと思います。一つの例として、「QMSの

計画を策定する」とは、まず目標設定の計

画です。目標設定を計画する時、組織は、

こういった課題があるので、こういったリス

クをしっかり押さえないといけない、そのた

めにはこういった目標設定しよう、というよ

うに動くと思います。目標を設定すると、今

度はその設定した目標を達成する計画を

立てるでしょう。それを達成するためにはど

ういう不確かな状況を押さえないといけな

いのか、目標達成のためにどんな取組み

をすればいいかを考えます。QMSの計画

を策定する時にこのようなステップが入っ

てきます。審査員としては、組織にとって

有効なQMSとなるためには、どの部分の

計画の時にしっかり6.1を適用した方がい

いのか、そこをしっかり捉えないといけない

と思います。

もう１つ重要なことは、リスクが理解でき

ることです。インプットの変動に対する影

響がリスクであり、その変動を管理すること

がリスクへの取組みであると考えればいい

図表４ ISO/IEC 17021-1における力量要求事項

A.2  
A.2.1  
A.2.2  
A.2.3  
A.2.4  
A.2.5  
A.2.6  

A.2.7
A.2.8
A.2.9
A.2.10  
A.2.11  
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このコースではISO/IEC 17021-1で示

されている審査の手順はしっかり教え、そ

れを理解しないと修了できません。このほ

か、JABが発行している基準文書なども

必要に応じて理解する必要があります。

5.4は組織の状況です。審査の対象と

なる事業分野関連の知識は身に付けて

いなければなりません。5.5に基づいて、

審査先の製品・サービス・プロセスの知識

も必要になってきます。

ツールとして、プロセスマッピング、無駄取

り、カイゼン、統計的手法などの理解が含

まれます。

5.3は、QMSの規格及び規準文書に

ついてです。この中には、今紹介している

ISO/IEC 17021-1と17021-3も含まれ

ますが、認証機関の内部スタッフの方は、

この２つの規格を熟知していて当然です

が、審査員もこれを理解していなければな

りません。私はテクノファで、審査員研修

コースの運営管理を担当していますが、

の事業分野に関する知識」「A.2.6 依頼

者の製品、プロセス及び組織に関する知

識」を、今まで以上にしっかり把握するこ

とが求められると思います。「技能」の中

では、「A.2.8 メモをとり、報告書を作成

する技能」「A.2.9 プレゼンテーションの技

能」「A.2.10 面談の技能」「A.2.11 審

査のマネジメントの技能」が、関連すると

思います。

■ ISO/IEC 17021-3の力量要求事項

ISO/IEC 17021-3は、新しい規格で

すので、若干詳しく紹介したいと思います

（図表５）。この規格の箇条は、序文から

箇条６まであり、箇条5にQMS審査チーム

に対する力量要求が書かれています。

5.1で、ISO/IEC 17021-1を満たすこ

とが述べられています。

5.2では、品質マネジメントの基本、語

彙、原則、実務及び技術について書か

れてあります。まず、品質マネジメントシス

テムの原則の理解が必要であるとしてい

ます。今回の改訂で、これまでの８原則が

７原則になっています。JIS Q 9000（基

本及び定義）については、本質的なとこ

ろは変わっていませんが、微妙に言葉の

ニュアンスなどが変わっているところが数

多くあります。プロセスアプローチ、リスク

に基づく考え方、PDCAサイクルの３つは

大事な概念です。さらに、品質マネジメント

図表５ ISO/IEC 17021-3における力量要求事項

5 QMS
5.1 ISO/IEC 17021-1 5.2 5.5

5.2  

JIS Q 9000

PDCA

5.3  QMS 
ISO/IEC 17021-1 ISO/IEC 17021-3 JAB
ISO 9001,9000  

5.4

5.5
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る際、サンプリングしたものから監査証拠

に結び付けるところで、しっかりと見る力

が必要になってくると思います。この時に

ISO/IEC 17021-3に書かれている知識

の要求事項（箇条５）が基本になります。

■“繋がり”を見る力量とは
個々に知識を得ることももちろん大事な

のですが、それと他の自分の知識、組織

の状況、審査現場で得る情報、そういっ

たものと、どんどん繋げていかなければな

らないと思います。例えば、ある現場で情

報を得て、「ああ、そうですか」と言って終

わるのではなく、その情報はこの組織の

QMS、品質パフォーマンスにどう影響する

だろうかというように、他の知識としっかり

と繋げていくことが大事です。

ここで、“繋がり”を見る力量について、

具体的に考えてみたいと思います。審査

員は、審査現場で得た情報を自分自身

の知識と関連付けることが大事です。組

織で得た情報に基づいて、どれだけ自分

が持っている知識を引き出せるかという

「抽出力」が、審査員に求められます。さ

らに、審査員は抽出力により引き出した

複数の知識をつなげることで、想定される

審査証拠は何かという仮説を立て、それ

を得るためのオーディットトレイル（審査経

路）を組み立てる「構成力」が求められま

す。そして、実際に仮説を立て、オーディット

このフロー図は、情報の収集及び検証

のプロセスと力量の関係を表しており、

ISO 19011:2011（マネジメントシステム

監査のための指針）から引用したもので

す（図表７）。これは、審査の基本的な流

れを示しています。データ・情報の収集か

ら始まり、適切なサンプリングを行い、監

査証拠を掴み、監査基準と照らして評

価を行い、監査所見をまとめ、レビューを

行ったあと、監査結論に至ります。組織が

箇条４、６に適切に対応できているかを見

■期待される審査と力量要求
これは、主にISO/IEC 17021-3（一

部、ISO/IEC 17021-1もありますが）

と、これまで私どもが説明した箇条４、６の

「期待される審査」とを結びつけた表で

す（図表６）。例えば、「期待される審査」

で、最低限の業界情報を得て審査に臨

むというのは、ISO/IEC 17021-3の「5.4 

組織の状況（事業分野関連知識）」「5.5 

依頼者の製品、サービス、プロセス及び組

織」に紐付けられるということです。

4

5.4
5 5

4
6

5.2  

5.5
5.4
5.5

6

QMS
6.1.1

QMS

5.2  

5.5

A.2.1  
5.3  QMS 

図表６ 期待される審査と力量要求の関係

4 6

5 QMS
5.1 JIS Q 17021-1

5.2 5.5
5.2  

5.3  QMS 
5.4
5.5

図表７ 情報の収集及び検証のプロセスと力量の関係
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表９）。これは、組織の業界や、組織が置

かれている状況によって、いろいろ変わっ

てくると思います。例えば「社会環境」の

下から二番目の項目「人口動態」と、「組

織の課題」の一番上の項目「売り上げが

伸びない」に関連した例としては、主食で

ある、米やパンを作る稲作農家、製パン

会社にとっては、高齢化や人口減少は、

売上に影響します。または、「社会環境」

の「技術動向」と「組織の課題」の「技術

基盤に不安がある」に関連した例として

は、次世代ディスプレイとして有機ELが注

目されていますが、液晶ディスプレイに関

WG３では、箇条４から箇条６への展開

（繋がり）の事例検討を３つ（①組織の

状況→組織の課題への展開（箇条４）、

②組織の課題→QMSの課題への展開

（箇条４）、③QMSの課題→QMSの計

画→リスク及び機会への取組みへの展

開（箇条６））の観点から行っていますの

で、それをこれからご説明します。

■課題の落とし込み
課題の落とし込みというところで、「社

会環境」「事業環境」を原因とし、その結

果として「組織の課題」が出てきます（図

トレイルが組み立てれば、あとは「面談技

能」を駆使して、自分が求める審査証拠

を求めることになると思います。

これを図で表すとこのようになります

（図表８）。図の右上の建物が「組織」

で、その下の頭の中が歯車になっている

のが「審査員」とします。審査員は組織

から情報を得て、自分の持ってるいろい

ろな知識の中で、この情報に関連する

知識を抽出し、それらを結びつけて構成

します。これが“繋がり”を見る力量では

ないかと思います。この図に、認証機関

に対する要求事項の項番を当てはめて

みますと、「知識」のところは、ISO/IEC 

17021-1のA.2.1～A2.6、ISO/IEC 

17021-3の5.1～5.5に該当します。「技

能」のところは、ISO/IEC 17021-1の

A.2.7～A.2.11に該当します。

審査の力量については、コミュニケー

ション能力も必要ではないかと言われる

のですが、私どももそれを否定するつもり

はありませんが、今回の改訂版の特徴を

見た場合、「技能」よりは「知識」に重点

を置いており、それも、ただ知識を個別に

得るのではなくて、知識を繋げていくところ

を、訓練や経験で得なければいけないの

ではないかと考えています。

■事例検討：箇条４から箇条６への展開
（繋がり）

B

F
H

E

A

C
D

G

A

C
D

G

図表８“繋がり”を見る力量とは

図表９ 課題の落とし込み（外部要因による）
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連する素材を作っている組織では有機

ELへ移る動向を見越しての技術的な対

応が迫られます。やはり審査員は、「社会

環境」「事業環境」を踏まえた上で、「組

織の課題」というものを見ていかなければ

ならないと思います。

■B to Bの製造業者の事例

これは、B to Bの製造業者における事

例です（図表10）。コア技術を応用した

製品を提供することで、今よりもっと幅広

い顧客層を広げることを「組織の課題」と

しています。そのためには、課題を分析す

る、例えば応用製品の試作時間を確保

する、次に解決策を出す、例えば、工程

切替時間を短縮し試作時間を確保する、

そしてこれが、「QMSの課題」につながり

ます。ここでは「工程切替時間を半減す

る」としています。それをQMSの計画の中

で品質目標として、7日から3日にすると決

めます。そうすると、それを実現するために

懸念されるリスクと良い機会というのがあり

ます。一例として、リスクとしては、短時間

切替に伴う品質への影響が想定されます

し、機会としては、受注変動に機敏に対

応できる多品種製造が可能になります。

では、こういったリスク及び機会への取組

みを、具体的にどのプロセスに落とし込ん

でいくのか。この図では、開発プロセス、生

産技術プロセス、人事プロセスを示してい

etc
etc

etc
etc
etc

図表10 B to Bの製造業者における事例

QMS

QMS

7 3

図表11 組織から得た情報とISO 9001との関連（繋がり）
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「該当産業に関する学習」「該当産業

における過去の審査経験」「最新情報の

入手」「審査前の調査」「もし・・・だったら

を想像してみる訓練」「審査の場数」「トッ

プが期待するアウトプットを出すために、

自分ならどこに手を入れるか？ 強化する

のかを検討する訓練」などがあります（図

表13）。また、B to Cの場合なら、自分自

身の生活での経験で考えることも重要で

す。例えば、航空会社の機内にあるご意

見箱を使って、実際に意見を出して、その

意見を受け付ける部署や機能を確認し、

要望の受付方法などを確認します。そう

3. 力量の効果的な習得及
び評価の方法とは

最後に、“繋がり”を見る力量の効果的

な習得及び評価の方法についてご紹介

したいと思います。“繋がり”を見る力量と

は、繰り返しになりますが、得た情報をもと

に知識を引き出す“抽出力”（情報と知識

を繋げる）と、知識を繋げ、オーディットトレイ

ルを組み立てる“構成力”のことです。

箇条４、６に関わる知識の習得方法を

まとめてみました。例えば箇条４の「習得

方法」の項目には、「過去の業務経験」

ます。そして、それらのプロセスをしっかり

実施していくためには、その取組みを達

成するための計画を立てなければなりま

せん。

こういった流れを１つのQMSモデル

の形で示したのがこの図です（図表11）。

「組織・状況の理解」から始まり、品質目

標を設定し、その達成のために取り組む

必要があるリスク及び機会を決めて、それ

を展開しますが、その繋がりを罫線で結ん

でみました。

では、審査の中では、どういう経路をた

どって、その繋がりの有効性を見ていくの

か、そのオーディットトレイルを示したのがこ

の図です（図表12）。

力量ある審査員は、ある一つの情報に

基づいていろいろな知識が浮かび上がっ

てきて、それらをしっかりと繋げ、オーディッ

トトレイルのところまで一気に自分で想定

できます。「力量がある」というのは、これ

がしっかりと早くできることです。審査員の

間では、そういった力量がある人をよく「セ

ンスがいい」と言います。ですが、私どもで

は、「センス」なんていう言葉ではなく、「抽

出力」、「構成力」、そして「繋げる」という

言葉でしっかりと力量を捉え、この後に説

明しますが、経験や訓練を通じてきちんと

レベルアップができると考えています。

/

9 00-9 30

9 30-10 30

****-****

****-****

****-****

6.1 9.3MR

6.3

6.2

9.1.3

6.2

8.37.2

図表12 オーディットトレイルの組み立て（繋げる）

4

5.4

5 5

4

6

5 2  

5 5

5.4
5 5

図表13 箇条４に関わる知識の習得方法
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いった実体験をもって、こうした知識を得

ていくことができます。

箇条６（図表14）でも、「例を示し、課題

及び目標をQMSに展開するステップを検

討する訓練」等を示しています。

箇条４、６に共通な習得方法について

も示しています（図表15）。

先ほどQMSのモデルのようなもの（図

表11）を示しましたが、このようなモデルを

自分自身で持っていることが重要です。

持っていないと、どのように繋げていって

構成するかが分からなくなります。業種に

よってQMSの構築の仕方も変わってきま

すので、いろいろな業種を見てきた経験

を生かしながら、業種ごとにしっかりしたモ

デルを持つことが大事だと思います。

ここでもう一度、ISO/IEC 17021-3に

戻って、最低限必要な知識をまとめてみ

ます。箇条4、６に関わる知識という点で

は、「5 QMS審査チームに対する力量要

求事項」の中の、「5.2 品質マネジメント

の基本、語彙、原則、実施及び技術」に

おいて、プロセスアプローチ、リスクに基づ

く考え方をしっかり身に付けること。「5.3 

QMSの規格及び規準文書」については

当然のこととして、「5.4 組織の状況（事

業分野関連知識）」と「5.5 依頼者の製

品、サービス、プロセス及び組織」につい

ての知識は必要になります。5.4と5.5の

習得方法は経験と教育・訓練が基本で

6

QMS
6.1.1

QMS

5.2  

5.5

図表14 箇条６に関わる知識の習得方法

A.2.1  

5.3  QMS 

図表15 箇条４、６に共通する知識の習得方法

図表16 建設分野の基本的な知識
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例を示すことを意図している」とした上で、

「個人の力量を評価する方法は、記録

のレビュー、フィードバック、面談、観察及び

試験の５つの大きなカテゴリーに分けるこ

とができる」「１つの方法だけで力量を確

す。教育のポイントは、品質視点で見た場

合の業種による特徴、良い製品を作るた

めに必要なQMS上の特徴・要素をしっか

り習得してもらうことです。

■事業分野で必要な知識の例
認証機関では、各事業分野での特徴

を整理した資料を相当作っていると思い

ますが、今一度資料の見直しを実施して

もらって、審査員に対して業種に関する

知識を深めていただきたいと思います。

これは建設分野と機械・装置分野に

おける基本的な知識をまとめたものです

（図表16、17）。これは、１つのサンプル

であり、審査ノウハウに関わる大事なとこ

ろは省いてあります。ただ、こういった整理

をして、知識習得する努力というのは必

要であると思います。

■ISO/IEC 17021-1の力量評価方法
に関する記述
ここで、効果的な“抽出力”と“構成

力”の習得及び評価方法について考え

てみたいと思います。実は、ISO/IEC 

17021-1の附属書B（参考）に、力量の

評価方法について記述されているところ

がありますので、ご紹介したいと思います

（図表18）。

「B.1 一般」で、「この附属書は、認証

機関に対する手助けとして評価方法の

認することはできない場合が多い」として

います。

その５つのカテゴリーの１つとして、

「B.4 面談」では、「面談は、審査員が、

なぜその決定をしたのか、その審査の進

図表17 機械、装置分野の基本的な知識

図表18 ISO/IEC 17021-1:2015の附属書B（参考）の評価方法



56 アイソス  No.237  2017年 8月号

め方を選択したのか、などについて理解

するための機会を提供する」としていま

す。私どもでは、ISO/IEC 17021-3に書

かれている「知識」を習得するだけでは、

なかなか力量はつかないのではないか、

得た知識から自分自身の知識を抽出し、

その繋がりを把握して構成することが必

要なのではないかと申し上げてきました

が、面談において、その場でどのように考

え、どのように繋げているかを見ることがで

きるのではないかと思います。

「B.6 試験」では、もう１つの評価方法

として、ロールプレイ、ケーススタディ、ストレ

スシミュレーション、または実務の試験を挙

げています。特に、ロールプレイ、ケーススタ

ディの訓練というものは、今まで以上に実

施しなければならないでしょう。

■効果的な“抽出力”と“構成力”の習得
及び評価方法
効果的な“抽出力”と“構成力”の習

得及び評価方法についてポイントをまとめ

てみました（図表19）。

一つは、審査経験を積むことです。力

量ある要員の監視の下、審査経験を通し

て習得する。力量のある人から指導を受

けることは非常に効果的だと思います。

次に、経験する業種、規模を効果的に選

定すること。そして、評価者から適切な評

価を受けること。例えば、評価者による審

図表19 効果的な“抽出力”と“構成力”の習得及び評価方法
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ている状況は厳しいと聞いています。価

格競争も激しいようです。ですが、認証機

関の差とは何でしょうか。私は、審査員に

対する教育訓練にどれだけ力を入れてい

るかが、その１つだと思います。教育訓練

では、審査員同士が情報を共有し、事例

検討をしっかりと行っているかです。WG3

としましては、本当の力量を身に付ける

には、ただ単に知識を習得させる、あるい

は審査を経験させる、というのではなくて、

“抽出力”や“構成力”を意識した訓練

や経験を積ませることが大事であると考え

ています。

以上となります。ご清聴ありがとうござい

ました。▼

てるという訓練があるでしょう。この訓練に

対しては、抽出した視点を、例えば適切に

タートル図に落とし込めるか、あるいは適

切なオーディットトレイルを組み立てることが

できるか、で評価すればよいでしょう。

■まとめ
今まで述べてきた“抽出力”と“構成

力”というのは、箇条４、６を中心に見てき

たのですが、この力量は他の箇条でも必

要になってくると思います。例えば箇条5

では、トップが認識している課題が、どのよ

うにQMSに落とし込まれ、リスク及び機

会への取組みや目標展開に繋がってい

るかを、トップインタビューで聞き出せるか

が大事になってきます。多くの事例を検

討しながら、抽出力・構成力をより向上さ

せる訓練や経験を積み、繋げる力量を向

上させていくことは、箇条４、６に限らず、

2015年版全般について必要であると思

います（図表20）。

最後になりますが、認証機関の置かれ

査員への審査後のインタビューにおいて、

評価者が審査員の行動で気になった場

面一つひとつについて、審査員がどう考

えたかを確認します。そうすることで、審査

員の抽出力や構成力といった“繋がり”

を見る力量を評価することができると思い

ます。

もう一つは、事例を多く検討することに

尽きると思います。研修会を多く開催す

ること。適切な訓練を実施すること。例え

ば、知識の“抽出力”を向上させる訓練と

しては、インプットの変化への対応を検討

する訓練（もし、○○という目標が設定さ

れていたならば、どういう対応をするかな

ど）やアウトプットから管理状況を検討す

る訓練（過去に発生した不適合が再発し

ているとすれば、どう対応すればよいかな

ど）があります。

おそらく認証機関であれば、いろいろな

審査事例があると思うので、その事例を

使ってインプット・アウトプットに着目した訓

練を行えば、抽出力向上が期待できるの

ではないでしょうか。こういった訓練に対

する評価は、事例に対してどれだけ多く

の視点を抽出できたかだと思います。

続いて、抽出した知識に基づく適切な

オーディットトレイルを組み立てる“構成力”

を向上する訓練です。例として、抽出した

知識を、例えばタートル図に落とし込み、

それに基づくオーディットトレイルを組み立

図表20 2015年版で求められる“繋がり”を見る力量とは
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質疑応答

各WGの発表が終わった後、パネル

ディスカッション方式の質疑応答が行われ

た。これまでの発表を聞いた来場者から

質問票を提出してもらい、それにパネリスト

が回答するというもので、誌面の都合で

その内容は割愛するが、出席したコーディ

ネーター及びパネリストを紹介しておく。

コーディネーターは基調講演を行った

山田秀氏が担当、パネリストとして、WG1

から、主査を務めた伴野道彦氏と前田京

子氏（愛知県経済農業協同組合連合

会〈JAあいち経済連〉食肉部食肉総合

課開発担当課長）、WG2から、主査を務

めた山田衛氏と清川卓二氏（清川メッキ

工業株式会社専務取締役）、WG3から、

ムの成果物を引き継いで、残り後半に向

けてJABでは、2015年版の認定審査に

おいて、こんなところを見てほしいといった

ようなガイドラインにまとめたいと考えていま

す。これは、認証機関様にとっては、審査

のあり方に適用ができるものですし、組織

様にとっては、自己評価の場面でお使い

いただけると考えています」と述べた。▼

Part 6 質疑応答 & 閉会挨拶

主査を務めた須田晋介氏と勝俣宏行氏

（日本検査キューエイ株式会社執行役

員技術管理部長）、主催側から米岡優

子氏（公益財団法人日本適合性認定協

会〈JAB〉常務理事認定センター長）が

質疑応答に当たった。

閉会挨拶

最後にJABの米岡氏が閉会の挨拶を

行った。米岡氏は挨拶の中で、2015年

版審査のためのガイドラインの発行につい

て触れ、「2015年版の運用や審査の現

場での課題がだんだん見えてきました。今

日はそれを皆様とシェアをさせていただい

て、課題に対しての一つのアプローチを

発表させていただきました。このシンポジウ
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